
7 武力の行使に当たらない「武器の使用」等

（1）武器の使用と武力の行使との関係

憲法第9条第1項の「武力の行使」は、基本的には、我が

国の物的・人的組織体による国際的な武力紛争の一環として

の戦闘行為（注’）をいい、 「武器の使用j (注2)を含む実力の

行使に係る概念であるが、同条の下においては、 このような

「武力の行使」は、武力の行使の三要件が満たされた場合以

外は禁じられていると解している。

く

(注1） ここでいう 「戦闘行為」 とは、 「（国際的な武力紛争の一環として行われる）

人を殺傷し、物を破壊する行為」をいい、 「国際的な武力紛争」 とは、 「国又は国

に準ずる組織の間において生ずる武力を用いた争い」をいうものと考えている。

(注2） 「武器の使用」 とは、火器、火薬類、刀剣類その他直接人を殺傷し、又は武

力闘争の手段として物を破壊することを目的とする機械、器具、装腫をその物の本

来の用法に従って用いることをいうと解している。

（2）相手方が国又は国に準ずる組織でも許される武器の使用

我が国の公務員による （武力の行使の三要件が満たされた

場合以外の場合における） 「武器の使用」が、全て憲法第9

条により禁じられる 「武力の行使」に当たるわけではなく、

例えば、 自己等を防護するための「いわば自己保存のための

自然権的権利というべきもの」である武器の使用(PK○法

（国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律)第25条等）のほか、

自衛隊の武器等の防護のための自衛隊法第95条に規定する

武器の使用は、その相手方が国又は国に準ずる組織であった

場合でも、憲法第9条により禁じられる 「武力の行使」には

く
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当たらない。 （注）

(注）その相手方が国又は国に準ずる組織であった場合でも憲法上の問題が生じない武

器の使用の類型としては、いわば自己保存のための自然権的権利というべきもので

ある自己等を防談するためのもの及び自衛隊法第95条に規定するもの以外には考

え難い。

※ 自己保存のための武器の使用については、 7-A (285頁）参照

※ 自衛隊法第95条に規定する武器の使用については、 7-B (293頁）参照

(s)相手方が国又は国に準ずる組織でない場合の武器の使用

他方、 これらを超える武器の使用については、国若しくは

国に準ずる組織が敵対する者として登場することがないこと

が確保されている場合、又は相手方が単なる犯罪者集団であ

るなど国若しくは国に準ずる組織ではない者に対処する場合

には、その武器の使用は、 「武力の行使」に当たるおそれが

なく、憲法上許されないわけではない。

前者の場合の武器の使用としては、 PKO法の下でのいわ

ゆる 「馬区け付け警護」に伴う武器の使用及びいわゆる 「安全

確保業務」を行う際の武器の使用があり、後者の場合の武器

の使用としては、海賊対処法の規定による武器の使用並びに

自衛隊法第94条のら （在外邦人等の保護措置の際の権限）

及び第95条の2 （合衆国軍隊等の部隊の武器等の防護の

ための武器の使用） に規定する武器の使用がある。

鶏

蕊

※いわゆる「駆け付け警護」に伴う武器の使用及びいわゆる 「安全確保業務」を

行う際の武器の使用については、 7-C (300頁）参照

※海賊行為への対処のための武器の使用については、 7-D (312頁）参照

※ 自衛隊法第94条の5に規定する武器の使用（在外邦人等の保護措置）につい
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ては、 7-E (316頁）参照

※ 自衛隊法第95条の2に規定する武器の使用（合衆国軍隊等の郷台の武器等の

防誰）については、 フ一F (321頁）参照

（4）広い意味での警察権の行使として許される武器の使用等

また、言わば危険物の処理であって、広い意味での警察

権の行使に相当するものと位置付けることができるものと

しては、 自衛隊法第84条の2に基づく遺棄機雷等の除去

（掃海）及び同法第82条の3に基づく弾道ミサイル等に

対する破壊措置があり、 これらもまた、他国との国際的な

武力紛争の一環として、すなわち、 「武力の行使」 として行

うものではない。

く

※ 自衛隊法第84条の2に基づく遺棄機雷等の除去（掃海）については、 7－G

（330頁）参照

※ 自衛隊法第82条の3に基づく弾道ミサイル等への対処については、 7-H (3

34頁）参照

亀

1
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(政府統一見解）

＜武器の使用と武力の行使の関係について＞

（衆・国際平和特委理事会提出平3 ． 9 ． 27）

一一般に、憲法第9条第1項の「武力の行使」 とは、我が国の物的・人的組織体に

よる国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為をいい、法案［編注：国際連合平和

維持活動等に対する協力に関する法律案］第24条［編注：平成27年法律第76

号による改正前・現第25条］の「武器の使用」 とは、火器、火薬類、刀剣類その

他直接人を殺傷し、又は武力闘争の手段として物を破壊することを目的とする機械、

器具、装置をその物の本来の用法に従って用いることをいうと解される。

二憲法第9条第1項の「武力の行使」は、 「武器の使用』を含む実力の行使に係る

概念であるが、 「武器の使用」が、すべて同項の禁止する 「武力の行使」に当たる

とはいえない。例えば、 自己又は自己と共に現場に所在する我が国要員の生命又は

身体を防衛することは、いわば自己保存のための自然権的権利というべきものであ

るから、そのために必要な最小限の「武器の使用」は、憲法第9条第1項で禁止さ

れた「武力の行使」には当たらない。

鐘

(国会答弁例）

筐奉職糠官平川・ 書ヨ
○齋藤勁君…この威嚇射盤、警告射撃、 これは我が国の憲法上可能かどうか。きの

う、おとといでしょうか、幾つか議論もございましたけれども、端的にお答えいただ

きたいと思います。憲法上可能なのかどうか。

○政府委員（大森政輔君） …お尋ねの船舶検査活動における警告射撃、 これはひい

ては警告射盤が効果を生じない場合のスクリュー等船体への射盤等航行不能措置まで

つながっていく問題でございまして、 このような一連の行為を念頭に置いて検討する

必要がある…。

法案の検討過程におきましては、 この法案というのは政府が当初提案しました法案

の検討過程におきましては、警告射盤等と憲法9条との関係につきまして憲法に明白

に抵触しないとの結論に達するに至っていなかったところ、検討過程で法案には警告

射撃等を盛り込まないということとなったため、それ以上詰めた議論は行わなかった

ものでございます。

“‘安保理決議に基づく船舶検査活動は、我が国の治安維持を目的として行われる警

察活動ではなく、国連憲章第7章の安保理の権限のもとで行われる集団的安全保障措

置の一環であり、集団的安全保障措置につきましては、そのうち憲法9条によって禁

じられている武力の行使または武力の威嚇に当たる行為については、我が国としてこ

れを行うことは許されないと従前から考えているところでございます。

したがいまして、集団的安全保障措置の一環である船舶検査活動において警告射躍

等を行うことを内容とする法案につきましては、そのような行為を伴う船舶検査活動

霧
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が制裁対象国及び船舶の旗国との関係で憲法9条が禁止する武力の行使または武力に

よる威嚇に当たらないかどうかについてさらに'|真重な検討がなされる必要がある闇題

である、 このように私どもは現在のところ考えております。

膨礁制焉皐二蔀晨髻勤
○山本政府参考人…武器の使用がすべて［編注：癒法］ 9条1項の禁ずる武力の行

使に当たるとはもとより言えませんけれども、政府は、武力の行使とは、基本的には

国家の物的、人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為をいうとい

うふうに解してきておりますので、その相手方が国、 または国に準ずる組織であった

場合でも、憲法上の問題が生じない武器の使用の類型といたしましては、従来の富己

等を防衛するためのもの及び自術隊法95条に規定するもの以外にはなかなか考えに

くいというふうに考えております。

で
(国会提出資料）

＜平成18年10月16日衆・テロ・イラク特委伴野豊君に対する久間防衛庁長官

の答弁について＞

〈衆・テロ・イラク特委理事懇提出平18 ･ 10 " 18)

（防衛庁）

1 テロ対策特別措置法に基づく活動は、現に戦闘が行われておらず、かつ、そこで

実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる地域で

行うこととされている。

2 また、仮に、補給中の米軍艦艇等へのテロなどを含む不測事態が生起した際の対

応について、 －－．般論として申し上げれば、当該米軍艦艇等は、 自衛隊の指示に従う

のではなく、米軍等の指揮統制の下、その生命・身体の防謹等のために必要な行勤

をとると考えられるため、 自衛隊が米軍艦艇を防護するために武器を使用する必要

が生じる可能性は低く、基本的に想定されないものと考える。

3 他方で、不測の事態が生起した場合には、 自衛隊の艦船は活動の実施を一時休止

又は避難するなどして危険を回避することに努めることとなるが、他に手段がない

場合には、 自己等の防謹のため、あるいは自衛隊の武器等の防護のため、武器を使

用することが可能である。

4 その上で、万が一、まさに洋上給油を実施中の自衛隊の艦船と米軍艦艇とが極め

て接近しているような場合には、 自衛隊があくまで自己等や武器等の防謹のために

武器を使用することが、結果的に米軍艦艇に対する攻繋を防ぐ反射的効果を有する

場合があり得ると考える。

5 久間防衛庁長官の国会答弁は、 このような考え方に基づくものであり、従来の憲

法解釈を変更するものではない。

〈
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(国会答弁例）

僖崎撫鱸長書Ⅷ． !○劉
○政府特別補佐人（宮崎礼壹君） …累次国際的な必要性等に当たりまして考えてき

たその結果、 自己保存のための自然権的権利と言うべきものというふうなものとして

類型化できるものについて、 これは武力の行使というふうに考えなくてもよろしいで

あろうというふうに考えて法案を提出し、国会の御決定を得ているわけでございます。

したがいまして、それ以外のものは全くないのかどうかといいますと、そこはそう頭

から断言してはおりませんけれども、なかなかそういったものについて今すぐ、その

想定ができるとかというか、 こういうものならいいというふうなことを申し上げるの

は難しいということでございます。

○政府特別補佐人（宮崎礼壹君） …これまでこういうものは武力の行使という範畷

から外して類型的に考えてよいというふうに考えてきたものが累次できてきているわ

けでございます。そういうものはもうないのかという御質問であれば、そこは今すぐ

そんなものがあるというふうに、 これなら大丈夫というものを想定、頭の中でできて

おりませんけれども、そうかといって、それとある意味で並ぶような必要性と理屈が

付けばそれは将来そういうものが考えられないわけではないんだろうと。ただ、そこ

はなかなか想定が難しいかな、難しいだろうなというふうにこれまでも言っておりま

す。

謬

匿崎職萄蕊委￥‘｡Ⅷ割
○宮崎政府特別補佐人…いわゆる自己保存のための武器使用というものを超えるもの

が全部だめだということを申し上げているわけではございませんけれども、そういう

武器使用をした場合に、その武器使用の相手方が、いわゆる国または国に準ずる者、

組織といったものに対して行った場合には、やはり憲法9条の禁ずる武力の行使に当

たるおそれがあるという問題もつとに指摘されてきたわけでありまして、 したがいま

して、例えば仮に武器使用の相手方が単なる犯罪集団であることが明確な場合など、

その武器使用が武力の行使に当たるおそれがないと言えるような枠組みを設定するこ

とができる場合があれば、お尋ねのような任務を遂行するための武器使用でありまし

ても憲法上許容されないわけではない、その旨はこれまでも申し上げてきているわけ

でございます。

ただし、そのような枠組みをどう設定するか、できるかということにつきましては、

十分な検討が必要かと存じます。

霧

礒皇職鱸第奎羅‘舎亀
○政府参考人（横畠裕介君）…御指摘のPKO活動等は我が国の統治の及ばない国外

の領域において行われるもので、その法的性質も我が国の法執行ではないことから、

我が国の統治に服するものでもない他国民に対して自衛隊が武器を使用して強制力を
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発揮することについては、その法的根拠についての議論が必要であることを始め、そ

の相手方が国又は国に準ずる者である場合には憲法第9条が禁ずる武力の行使に当た

るおそれがあるという問題があることから、現行法［編注：平成27年法律第76号

による改正前のPKO法］上、 これらの活動においてはいわゆる任務遂行のための武

器使用は認められておらず、 これらの点に疑義がない、いわゆる自己保存のための武

器使用及び自衛隊法第95条による武器等防謹のための武器使用に限って認められて

いるものと承知しております。

筐由職鱸長書2． ＃･割
○政府参考人（梶田信一郎君） …まず、憲法第9条第1項の武力の行使といいます

のは、基本的には、我が国の物的、人的組織体による国際的な武力紛争の一環として

の戦闘行為をいうと。 ここでいいます国際的な武力紛争といいますのは、国又は国に

準ずる組織の間において生ずる武力を用いた争いをいうと、 こういうふうに考えてき

ております。

憲法9条の下におきましては、 こうした武力の行使はいわゆる自衛権発動の三要件

が満たされる場合、 これ以外の場合は禁じられているというふうに解釈をしてきてお

るところでございます。 この武力の行使という概念、 これは武器の使用を含みます実

力の行使に係る概念でございます。

我が国の公務員がいわゆる自衛権発動の三要件が満たされる場合以外において武器

の使用をすること、 これが全て慾法第9条が禁ずる武力の行使に該当するかどうかと

いうと、そういうわけではございませんで、武器使用の相手方が先ほど言いました国

又は国に準ずる組織であった場合でありましても、憲法上の問題が生じないという武

器使用の類型があるというふうにお答えをしてきているところでございます。…

その一つのタイプが、いわゆる自己保存のためのもの、これはPKO法の24条［編

注：平成27年法律第76号による改正前・現第25条］等に規定されているところ

でございます。それから、二つ目のタイプといたしまして、 自衛隊法第95条に規定

する武器等を防謹するためのもの、 この二つのタイプがございまして、 この武器使用

は憲法上禁じられているものではないというふうに整理をしてきているところでござ

います。

て

〈

匡由鱸臣髻昇｡潟剖
○岸田国務大臣…武器使用が全て憲法第9条1項の禁止する武力の行使に当たるわ

けではありません。例えば、我が国の個別的自衛権の発動たる武力の行使は当然認め

られますし、また、警察権の行使としての武器の使用、 さらには、いわば自己保存の

ための自然的権利としての武器の使用、 また、防誰のための武器の使用、 自衛隊法第

95条にあるような事例ですが、 こうしたものにつきましては憲法第9条1項の禁ず

る武力の行使には当たらない、 このように解されております。
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腱職壽局長官喜昇’岩膿司
○横畠政府特別補佐人従来からのこの問題につきましての考え方でございますけれ

ども、憲法第9条’項の武力の行使というものがそもそも何であるかということでご

ざいますけれども、基本的には、我が国の物的、人的組織体による、国際的な武力紛

争、すなわち、国家または国家に準ずる組織の間において生ずる武力を用いた争いの

一環としての戦闘行為をいうというふうに定義づけて用いてございます。そこでのポ

イントといいますのは、相手方が国家または国家に準ずる組織であるということが重

要なポイントでございます。

その上で、憲法第9条のもとで我が国が武力の行使を行うことができるといいます

のは、我が国を防衛するためのやむを得ない場合における必要最小限度のものに限ら

れて、それを超えるもの、それ以外の武力の行使は許されないという考え方でござい

ます。 この武力の行使の考え方については、今回の新三要件のもとにおいても、まさ

に我が国を防衛するためということで、その範囲は変わっておりません。

その上ででございますけれども、相手方が国家または国家に準ずる組織である場合

においても、いわば自己保存のための自然権的権利というべきものと自衛隊の武器等

防護のための武器使用というものは、憲法で禁じられている武力の行使には当たらな

いというふうに整理してきております。 まさに不測の攻盤を受けたときに、要員がそ

のまま被害に遭う、生命を失う、そういうことまでさすがに憲法も命じているはずは

ないでありましょうし、 まさに我が国を防衛するため必須の物的装備であります自術

隊の装備というものを、いわば相手方に奪われる、そのようなことを許しているはず

もない、そういう基本的な考え方でございます。

その上で、 さらに、 これらのものを超えるような武器の使用、御指摘の、任務遂行

のための武器使用あるいは駆けつけ警護といった、 これらのものを超えるような武器

の使用につきましては､相手方がまさに国家または国家に準ずる組織である場合には、

やはり武力の行使に当たり憲法上の問題を生じるというふうに整理してきたものでご

ざいまして、御紹介いただきました、 当時の内閣法制局の答弁［編注：平13 ． 12

・ 6の参・外交防衛委における津野内閣法制局長官答弁及び平15 ． 5 ． 15の参・

外交防衛委における宮崎内閣法制局第一部長答弁 302頁及び303頁参照］もその趣旨

を申し上げているものでございます。 このような考え方は今回も全く変えておりませ

ん。…

蟻

霧
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〆

7－A 自己保存のための武器の使用

不測の攻撃に対して自己又は自己と共に現場に所在する我

が国要員若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入

った者の生命又は身体を防護することは、いわば自己保存の

ための自然権的権利というべきものであるから、そのために

必要な最小限の「武器の使用」 (PKO法第25条等（注')) (注

2）は、その相手方が国又は国に準ずる組織であった場合でも、

憲法第9条で禁じられた「武力の行使」には当たらない。 （注

で 3）

(注1) PKO法第25条のほか、以下の規定がある。

・ 自衛隊法第92条の4 （展開予定地域内における武器の使用）

・ 同法第92条の5 （治安出動下令前に行う情報収集の際の武器の使用）

・ 同法第94条の5第3項（在外邦人等の保護措置の際の権限）

・ 同法第94条の6 （在外邦人等の輸送の際の権限）

・ 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措湿に関する法

律第1 1条

・ 重要影謬事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律第6条

・ 武力攻盤事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴

い我が国が実施する措置に関する法律第12条

・ 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力

支援活動等に関する法律第1 1条

・ イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活励の実施に関する特別措

置法（平成21年失効）第17条

・ 平成-1-三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻

盤等に対応して行われる国際連合窓章の目的達成のための諸外国の活動に対して

我が国が実施する措歴及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措渥に関する

特別措置法（平成19年失効）第12条

・ テロ対策海上阻止活動に対する補給支援活勤の実施に関する特別措置法（平成

＜‐

－285－



22年失効）第8条

(注2） これらの武器の使用については、 自己等の生命又は身体を防護するためやむを

得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必

要と判断される限度で武器を使用することができるとされており、 また、正当防衛

（刑法第36条）又は緊急避難（刑法第37条）に該当する場合を除いては、人に

危害を与えてはならないとされている (PKO法第25条第6項等)。

(注3）3) PKO法第25条、重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するた

めの措置に関する法律第11条、重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に

関する法律第6条又は国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍

隊等に対する協力支援活動等に関する法律第11条の規定による武器の使用につい

ては、原則として現場に在る上官の命令によることとしている (PKO法第25条

第4項等)。

これは、 「要員の生命、身体の防衛のためにやむを得ない必要かつ最小限の武器

の使用」 という行為の趣旨、 目的に何ら変更を加えず、 これを維持することとした

上で、統制を欠いた武器の使用により、かえって生命、身体に対する危険又は事態

の混乱を招くこととなることを防止し、武器の使用の一層の適正を確保する趣旨に

よるものであり、その趣旨は「命令する際の見地」 として法文上も明記している（同

条第5項等)。

したがって、このような趣旨、 目的の下に、武器の使用を「現場に所在する複数

の自衛隊員等の中での上官」の命令にかからしめるとしても、武器の使用が要員の

生命、身体の防衛のためにやむを得ない必要かつ最小限のものに限定されることに

は変わりがなく、 当該武器の使用は、憲法第9条で禁止された「武力の行使」に当

たるおそれはない。

蟻

１

鯵
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(政府統一見解）

＜武器の使用と武力の行使の関係について＞

（衆・国際平和特委理事会提出平3． 9 ． 27）

一一般に、憲法第9条第1項の「武力の行使j とは、我が国の物的・人的組織体に

よる国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為をいい、法案［編注：国際連合平和

維持活動等に対する協力に関する法律案］第24条の「武器の使用」 とは、火器、

火薬類、刀剣類その他直接人を殺傷し、又は武力闘争の手段として物を破壊するこ

とを目的とする機械、器具、装置をその物の本来の用法に従って用いることをいう

と解される。

二憲法第9条第1項の「武力の行使」は、 「武器の使用」を含む実力の行使に係る

概念であるが、 「武器の使用」が、すべて同項の禁止する「武力の行使」に当たる

とはいえない。例えば、 自己又は自己と共に現場に所在する我が国要員の生命又は

身体を防衛することは、いわば自己保存のための自然権的権利というべきものであ

るから、そのために必要な最小限の「武器の使用」は、憲法第9条第1項で禁止さ

れた「武力の行使」には当たらない。

で

(国会答弁例）

陰繍理美圭○ ‘割
○内閣総理大臣（橋本龍太郎君） …今般の改正法案［編注：国際連合平和維持活動

等に対する協力に関する法律の一部を改正する法律案］は、 これまでの憲法解釈やい

わゆる五原則を何ら変更するものではないと考えております。

すなわち、今般の改正案は、 自己または自己とともに現場に所在する我が国要員の

生命または身体の防衛という、いわば自己保存のための必要最小限の武器の使用とい

う点について何ら変更を加えず、 これを維持することとした上で、その一層の適正を

確保するため、原則として、現場にある上官の命令によることとするものであります。

政府はこれまでも、 自己または自己とともに現場に所在する我が国要員の生命また

は身体を防衛することは、いわば自己保存のための自然権的権利というべきものであ

るから、そのために必要な最小限の武器の使用は憲法第9条第1項で禁止された武力

の行使には当たらないとしており、また、命令に基づく武器の使用に関して、例えば

生命、身体を防衛するためやむを得ない必要があるとき、集団的に行ったから憲法上

問題があるということにはならない旨の答弁をいたしております。…

〈

騨繍童書￥川‘割
○野呂田国務大臣 ･･･輸送の安全要件が確保されなくなった場合に、－たん自衛隊の

保護のもとに入った在外邦人等を機内または船内に収容し、 ともに安全な場所に退避

することまでも同条第1項［編注： 自衛隊法第100条の8第1項（平成18年法律

第1 18号による改正前・現第84条の4第1項）］が否定しているとは考えられな
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いことは、先ほど述べたとおりであります。

その場合に、隊員及び保護下に入った在外邦人等の生命または身体の防護のために

武器を使用したとしても、その武器使用は輸送業務との関連で行われるものであり、

同条第3項［編注：平成18年法律第118号による改正前・現第94条の6］の要

件を満たすものであれば、たとえ国または国に準ずるものに対して行ったとしても、

いわば自己保存のための自然権的権利に基づく必要最小限度の武器使用であると考え

られることから、憲法上問題となることはないと考えております。

(国会提出資料）

＜平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃

等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が

国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措

置法案第1 1条に規定する武器の使用について＞

（衆。テロ特委理事会提出平13 ． 10･ 15)

一武器の使用と憲法第9条第1項の「武力の行使」 との関係については、政府とし

ては、 『憲法第9条第1項の『武力の行使」は、 「武器の使用」を含む実力の行使

に係る概念であるが、 「武器の使用」がすべて同項の禁止する 「武力の行使」に当

たるとはいえない。例えば、 自己又は自己と共に現場に所在する我が国要員の生命

又は身体を防衛することは、いわば自己保存のための自然権的権利というべきもの

であるから、そのために必要な最小限の「武器の使用」は、憲法第9条第1項で禁

止された「武力の行使」に当たらない』 （平成3年9月27日 「武器の使用と武力

の行使の関係について」衆議院国際平和協力等に関する特別委員会理事会提出） と

解してきている。

二このような「いわば自己保存のための自然権的権利というべきもの」である武器

の使用を規定したものとして、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律

（平成4年法律第79号）第24条［編注：平成27年法律第76号による改正前

・現第25条。以下同じ。］、周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保する

ための措置に関する法律［編注：現重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を

確保するための措置に関する法律。以下同じ。］ （平成1 1年法律第60号）第1

1条、 自衛隊法（昭和29年法律第165号）第100条の8 [編注：平成18年

法律第118号による改正前・現第94条の6．以下同じ。］及び周辺事態に際し

て実施する船舶検査活動に関する法律［編注：現重要影響事態等に際して実施する

船舶検査活動に関する法律。以下同じ。］ （平成12年法律第145号）第6条の

規定がある。

三これらの規定においては、いずれも武器の使用による防護の対象を自己（武器を

使用する自衛官）のみに限定しておらず、国際連合平和維持活動等に対する協力に

関する法律第24条は、 「自己と共に現場に所在する他の自衛隊員若しくは隊員」

を、周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第

霧
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11条及び周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律第6条は、 「宮己

と共に当該職務に従事する者」を、 自術隊法第100条の8は、 「自己と共に当該

輸送の職務に従事する隊員」及び「その保謹の下に入った当骸輸送の対象である邦

人若しくは外国人」をも防謹の対象としている。 これは、 自衛官のI職務に関連して

当該自衛官と行動を共にし、不測の攻繋を受けた場合にも、 当該自衛官と共に行動

してこれに対処せざるを得ないような立場にある者の生命及び身体についても当該

自衛官の生命又は身体と等しく保誰しようとするものであり、 このような防謹の対・

象とする者の範囲については、それぞれの法律において、 自衛官が行う活動の態様

や場所、 どのような者がその職務に関連して行動を共にすることが想定されるかな

どを考慮して規定されているものと解される。

四本法案第11条［編注：衆議院における修正後の第12条。以下同じ。］ も、 こ

れらの法律の規定と同じ考え方に基づくものである。すなわち、本法案が規定する

協力支援活動、捜索救助活動及び被災民救援活動においては、例えば、傷病兵や被

災民の治療、人員の輸送、国際機関や他国の軍隊との連絡調整など、活動の実施を

命ぜられた自衛官がその職務を行うに伴い、幅広い場面で自衛隊員以外の者と共に

活動することが想定されるところ、このような者のうち、 自衛隊の宿営地、診療所、

車両内といった自衛隊が秩序維持・安全管理を行っている場に所在するもの、 ある

いは、通訳、連絡員等として自衛官に同行しているものなど、不測の攻雛を受けて

自衛官と共通の危険にさらされたときに、その現場において、その生命又は身体の

安全確保について自衛官の指示に従うことが期待される者を防護の対象としようと

するものであり、 このような関係にある者を『自己と共に現場に所在する…その職

務を行うに伴い自己の管理の下に入った者」 と表現しているものである。

五 したがって、本法案第11条に基づく武器の使用は、 「自己と共に現場に所在す

る…その職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者」の生命又は身体を防謹する

部分を含めて、その全体が「いわば自己保存のための自然権的権利というべきもの」

と言うことができ、憲法第9条で禁止された『武力の行使」には当たらないと考え

る。

人の生命・身体は、かけがえのないものであり、その身を守る手段を十分に有さ

ず、 自衛官と共に在って、いわば自らの身の安全を自衛官に委ねているに等しいこ

のような者の生命又は身体を防護するための武器使用が態法上許されると解するこ

とは、人道的見地からみても妥当なものと考える。

ぐ

《‐

(国会答弁例）

偉容瀞長官平Ⅷ｡Ⅶ｜劉
○国務大臣（中谷元君） …一般論として申しますと、部隊行動をしている武装した

他国のPKO部隊は、その身を守るために必要な手段を有し、独自の判断で行動する
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ものと考えられることから、 「自己の管理の下に入った者」には当たらないというふ

うに考えております。

他方、武器を所持した他国のPKO部隊の要員であっても、不測の攻撃を受けて自

衛官等と共通の危険にさらされたという具体的な状況のもとで、独自の対処によりそ

の生命または身体の安全を確保することが難しく、 自衛官等の指示に従って統制のと

れた行動をすることが適切かつ合理的である場合には、 「自己の管理の下に入った者」

に当たり得るというふうに考えております。 。“

礒山瀧糠官平胴'｡害刃
○政府特別補佐人（秋山收君） ・”政府といたしましては、憲法9条の禁ずる武力の

行使の意味は、基本的には国家の物的・人体組織体による国際的な武力紛争の一環と

しての戦闘行為をいうと考えております。その場合における国際的な武力紛争の意味

につきましては、国家又は国家に準ずる組織の間で生ずる武力を用いた争いをいうも

のであると。

要するに、 こういうものを我が国として海外派遣された自衛隊は行ってはならない

と考えているわけでございますが、 もっとも、 自衛隊による武器の使用がおしなべて

憲法9条の禁ずる武力の行使に当たるものではなく、…PKO法などに定められてお

ります不測の攻盤に対して自分たちの身を守る武器の使用は、言わば自己保存のため

の自然権的権利というべきものであって、相手がたまたま国家又は国家に準ずる組織

であっても、 これは先ほどの武力の行使に該当するものではなく、憲法上許されるも

のであると考えてきております。…

鵜

騒総雛菫二毒皇°叫鯏
○山本政府参考人…御指摘のように、 ［編注：武力攻撃事態等におけるアメリカ合

衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律案］第12条は、武力攻

盤予測事態におきまして、米軍に対する役務の提供の実施を命ぜられた自衛隊の部隊

等の自衛官の武器の使用について規定しているわけでございます。

一般に、憲法第9条に言います武力の行使といいますものは、我が国の物的・人的

組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為をいうというふうに解されて

おりますけれども、 この12条に規定している武器の使用といいますものは、類似の

規定として自衛隊法の第92条の3 ［編注：平成16年法律第112号による改正前

・現第92条の4］などがございますけれども、要するに、いわば自己保存のための

自然権的な権利というべきものでございますので、そのために必要な最小限度の武器

の使用といいますものは憲法9条の禁止する武力の行使には当たらないというものと

解しております。

なお、御参考までにもう一つ､武力攻盤予測事態でございますけれども、 こういう

事態におきまして、 自衛隊による役務の提供の対象となる米軍は、先ほど申しました

鵜
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ように、安保条約に従って我が国に対する外部からの武力攻繋を排除するために必要

な準備のための行動を実施している米軍に限られておりますので、いまだ武力の行使

に当たる行動は実施していないというわけでございますので、 この点から申し上げて

も、 この12条の規定による武器の使用といいますものが米軍の武力の行使と一体化

することはないということが言えると思います。

(質問主意書・答弁藩）

（平16･ 8 ･ 10 対仙谷由人・衆）

二の⑤及び⑫について

お尋ねは、法［編注：旧イラク人道復興支援特措法］第17条又は自衛隊法（昭

和29年法律第165号）第95条の規定による武器の使用と憲法の禁じる 「武力

の行使」 との関係を問うものと考えるが、 これらの規定は、武器の使用が許される

場合とその態様を明確に限定して規定しているところ、累次の政府答弁で述べてい

るとおり、法第17条による武器の使用は、対応措置の実施を命ぜられた自衛隊の

部隊等の自術官が自己等の生命又は身体を防衛するために必要な最小限の範囲で認

められるいわば自己保存のための自然権的権利というべきものであり、また、 自衛

隊法第95条による武器の使用は、我が国の防衛力を概成する重要な物的手段を破

壊、奪取しようとする行為からこれらを防護するための極めて受動的かつ限定的な

必要最小限の行為であって、 これらの武器の使用は、我が国領域外で行われたとし

ても､国家の人的・物的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為で

ある「武力の行使」に当たらない。また、いわゆる「他国の武力の行使との一体化j

の考え方とは、我が国の活動の具体的な内容や、 これと他国の行う 「武力の行使」

に係る活勤との関係の密接性等の諸般の事情を総合的に勘案すると、仮に我が国自

らは直接「武力の行使」をしていないとしても、我が国も「武力の行使」をしたと

の法的評価を受ける場合があり得るとするものであるが、前記の各規定による武器

の使用は、専ら、 自衛官が自己等の生命又は身体を防衛するなどのためにこれらの

規定の定める要件に従ってのみ行われるものであって、右に述べた考え方に照らし

ても、他国の武力の行使と一体化するものには当たらないと考える。

で

廷

(国会答弁例）

偉塞朧房鬘薑､ ］ ｲ劉
○山本香苗君…この任務遂行妨害に対する武器使用についての鳩山内閣の見解を、

憲法解釈を教えていただけますか。

○国務大臣（平野博文君） 政府としては、現時点で武器使用に関する慾法解釈は変

えておりません。

○山本香苗君では、その解釈を教えてください。

○国務大臣（平野博文君） 今御指摘いただきました部分については、武器の使用と
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武力の行使の関係についてのことでございますが､憲法9条第1項の武力の行使とは、

基本的には我が国の物的、人的組織体における…国際的な武力紛争の一環としての戦

闘行為を言い、武器の使用を含む実力の行使に係る概念であります。 したがって、武

器の使用がすべて同項の禁止する武力の行使に当たるとは言えません。

例えば、 自己又は自己と共に現場に所在する我が国要員の生命又は身体を防謹する

ことは、言わば自己保存のための自然的権利というべきものである。 したがって、そ

のために必要な最小限の武器使用は憲法9条で禁止された武力の行使に当たらない

と、 こういう考え方の下に武器使用を認めているところでございます。

驍皇繍壽局長官髻異7尭星剖
○横畠政府特別補佐人 ．“その上ででございますけれども、相手方が国家または国家

に準ずる組織である場合においても、いわば自己保存のための自然権的権利というべ

きものと自衛隊の武器等防謹のための武器使用というものは、憲法で禁じられている

武力の行使には当たらないというふうに整理してきております。まさに不測の攻嬢を

受けたときに、要員がそのまま被害に遭う、生命を失う、そういうことまでさすがに

憲法も命じているはずはないでありましょう…

議

陰捨職薑大臣喜異7封鵬ヨ
○内閣総理大臣（安倍晋三君） 確かに、国際法上、 自然権的武器の使用という特別

な概念や定義があるわけではありません。 しかし、国際法上合法な活動を行っている

自衛隊の部隊等が急迫不正の侵害にさらされている際に、生命や身体を防護するとい

う言わば自己保存のための自然権的権利というべきものとして必要最ﾉj､限の実力を行

使したとしても、 これは国際法上禁じられた武力の行使には当たりません。 これは明

確でございます。

そういう意味におきましては、 このような自己保存のための自然的権利というべき

ものでありまして、 このような自己保存のための自然的権利というべきものとしての

武器使用権限は、 PKO法に始まり周辺事態安全確保法等の従来の法律においてこれ

は規定されてきたものでありまして、今般の平和安全法制においてもその考え方や位

置付けにこれは何の変更もないということでございます。

鐙

礒山雛薑用企画局長答瀦山割
○政府参考人（深山延暁君） “･国際平和支援法及び改正PKO法等に、 自己保存型

の武器使用権限として宿営地の共同防謹に関する権限を追加しておるところでござい

ます…
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7－B 自衛隊法第95条に規定する武器の使用（自衛隊の

武器等の防護）

自衛隊法第95条に規定する武器の使用については、

①武器を使用できるのは、職務上武器等の警護に当たる

自衛官に限られていること

②武器等の退避によってもその防護が不可能である場合

等、他に手段のないやむを得ない場合でなければ武器を

使用できないこと

③武器の使用は、いわゆる警察比例の原貝Iに基づき、事

態に応じて合理的に必要と判断される限度に限られてい

ること

④防護対象の武器等が破壊された場合や、相手方が襲撃

を中止し、又は逃走した場合には、武器の使用ができな

くなること

⑤正当防衛又は緊急避難の要件を満たす場合でなければ

人に危害を与えてはならないこと

を要件としている。 このような武器の使用は、 自衛隊の武器

等という我が国の防衛力を構成する重要な物的手段を破壊、

奪取しようとする行為から当該武器等を防護するための極め

て受動的かつ限定的な必要最小限の行為（注）であり、その相

手方が国又は国に準ずる組織であった場合でも、憲法第9条

で禁じられた「武力の行使」に当たらないと解している。

〈

＜‐

(注） 当該武器の使用については、武器等を防謹するため必要であると認める相当の理

由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用する

ことができるとされており、 また、正当防衛（刑法第36条）又は緊急避難（刑法第

37条）に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならないとされている （自衛隊
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(国会答弁例）

陰職鱸鬘官平川･ 曇勤
○大森（政）政府委員…［編注： 自衛隊法］ 95条の武器等防談のための武器使用

と申しますのは、我が国を防衛する、そういうための物的手段である自衛隊の武器等

の破壊または奪取から当該武器を守るために、一定の、非常に限定的な要件のもとに

認められる武器使用でございますから、憲法9条によって禁止される武力の行使には

当たらないということを申したわけでございまして、 “．要するに、我が憲法9条によ

っても否定していない自衛権、すなわち我が国の平和と独立を守るための自衛権、 こ

れは素手では行使できないわけでございまして、どうしても物的手段が要る、それが、

いざというときにその効用を消滅してしまっているということじゃいかぬわけでござ

いますから、いざというときのための物的手段を保全するというのは、 これは当然の

認められる手段ではなかろうか、そういう意味では、 自衛権を行使するための物的手

段の保全というのは人命を防護するための自然的権利に匹敵する重要な基本的な権利

であろう、 これでおわかりいただけるんじゃないかと思います。

で

(政府統一見解）

＜自衛隊法第95条に規定する武器の使用について＞

（衆・防衛指針特委理事会提出平1 1 ．4．23）

1 （略）

2 自衛隊法第95条に規定する武器の使用と武力の行使との関係

自衛隊法第95条に規定する武器の使用も憲法第9条第1項の禁止する『武力の

行使」に該当しないものの例である。

すなわち、 自衛隊法第95条は、 自衛隊の武器等という我が国の防衛力を椛成す

る重要な物的手段を破壊、奪取しようとする行為から当該武器等を防護するために

認められているものであり、その行使の要件は、従来から以下のように解されてい

る。

（1）武器を使用できるのは、職務上武器等の警誰に当たる自衛官に限られているこ

と。

（2）武器等の退避によってもその防謹が不可能である場合等、他に手段のないやむ

を得ない場合でなければ武器を使用できないこと。

（3）武器の使用は、いわゆる替察比例の原則に基づき、率態に応じて合理的に必要

と判|折される限度に限られていること。

（4）防謹対象の武器等が破壊された場合や、相手方が襲撃を中止し、又は逃走した

場合には、武器の使用ができなくなること。

（5）正当防衛又は緊急避難の要件を満たす場合でなければ人に危害を与えてはなら

ないこと。

自衛隊法第95条に基づく武器の使用は、以上のような性格を持つものであり、

く
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あくまで現場に在る防謹対象を防護するための受動的な武器使用である。

このような武器の使用は、 自衛隊の武器等という我が国の防衛力を榊成する重要

な物的手段を破壊、奪取しようとする行為からこれらを防謹するための極めて受動

的かつ限定的な必要最小限の行為であり､それが我が国領域外で行われたとしても、

憲法第9条第1項で禁止された「武力の行使」には当たらない。

(国会答弁例）

陰皇蛎鱸￥Ⅷ・劉
○田村秀昭君ちょうどそのときに、第三国の民間の船がその国の避難民を乗せて移

動しようとしているときに、その海上自衛隊の船の前で敵方の攻撃を受けたときには、

海上自衛隊の船はその民間の船を攻盤している艦船に対して、あるいは魚雷艇に対し

て攻嬢をすることはできますか。

○国務大臣（野呂田芳成君） もうこれは釈迦に説法のたぐいでございますが、私ど

もは、他国においても自国民の退避活動に際しては安全に万全を期するものと承知し

ており、敵対国からの攻撃が予期されるような状況で当該活動を実施することは想定

されていないところであります。

しかし、一般論として申し上げますと、 自衛隊法の95条においては自衛隊の武器

等という、我が国の防衛力を構成する重要な物的手段を破壊、奪取しようとする行為

から、 これを防護するため極めて受動的かつ限定的で必要最小限度の武器使用につい

て規定をしております。

御指摘のような状況においては、他国船舶に関する不測の事態が同時に自衛隊船舶

を破壊、奪取しようとする行為であるような場合には、 これが同条の要件を満たす限

りにおいて同条の規定に基づく武器の使用は可能であると考えております。

なお、 自衛隊法上、 自衛隊による武力の行使は、我が国に対する武力攻盤に際して

防衛出動が下令された場合に自衛権の発動として行われるものに限られておりますか

ら、一般論として申し上げますと、御指摘のような事態は我が国に対する武力攻盤に

該当するとは判断されないものと考えます。 ”。

霧

霧

“舂鱸¥13 Ⅷ"害錫
○国務大臣（中谷元君） “・ ［編注： 自衛隊法］ 95条の規定は、 自衛隊の武器等と

いう我が国の防衛力を構成するものでございます。つまり、 自衛隊の武器、火薬、弾

薬、船舶、航空機、車両、有線電気通信設備、無線設備、液体燃料でありまして、他

国のPKO部隊の武器等は防護の対象とはなりませんし、 また国連の物品や施設も防

誰対象ではございません。

地雷除去を初めとして、 自衛隊がその業務において一時的にそのような放置された

武器を保管することがあったとしても、そのような武器を我が国が防衛力を構成する

ものではないために自衛隊の95条の防護対象として守るということにはならないわ
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けでございます。

陰由耀薑簑官平Ⅷ‘ ,割
○国務大臣（福田康夫君） …国際平和協力法制定当時におきましては、 自衛隊法第

95条の適用を除外しましたのは憲法上の問題があったからということではなく、 ，“

当時の政策判断として我が国が初めてPKOに参加し国際平和協力業務を実施するに

当たりまして、 このような武器使用が事態の混乱を招くおそれがないかどうかはっき

りしなかったため、 まずは，|真重に業務をスターI､させるべきという判断で適用除外規

定を置くことにしたものであります。

しかしながら、その後の6回にわたる自衛隊の派避の経験を踏まえ、派遣先国にお

いて自衛隊法第95条を適用したとしても事態を混乱させることはないと考えられま

す一方、武器等の破壊、奪取を看過することにより隊員の緊急事態への対応能力の低

下や治安の悪化につながる、そういうことも想定されることが認識されるようになっ

たため、政策判断として今般の改正により同条の適用除外規定を削除するということ

にしたものでございます。

以上のように、派遣先国で国際平和協力業務に従事する自衛官に対して自衛隊法第

95条を適用することといたしましても憲法との関係で問題を生ずることはなく、 し

たがって、憲法で禁じられた武力の行使をするとの評価を受けることがないというこ

とを担保する意味で策定された参加五原則の目的の範囲内のものであるということで

ございます。

ぐ

(質問主意書｡答弁書）

（平16． 8 ． 10 対仙谷由人・衆）

二の⑤及び⑫について

お尋ねは、法［編注：旧イラク人道復興支援特措法］第17条又は自衛隊法（昭

和29年法律第165号）第95条の規定による武器の使用と憲法の禁じる「武力

の行使」 との関係を問うものと考えるが、 これらの規定は、武器の使用が許される

場合とその態様を明確に限定して規定しているところ、累次の政府答弁で述べてい

るとおり、法第17条による武器の使用は、対応措腫の実施を命ぜられた自衛隊の

部隊等の自衛官が自己等の生命又は身体を防衛するために必要な最小限の範囲で認

められるいわば自己保存のための自然権的権利というべきものであり、 また、 自衛

隊法第95条による武器の使用は、我が国の防衛力を構成する重要な物的手段を破

壊、奪取しようとする行為からこれらを防誰するための極めて受動的かつ限定的な

必要最小限の行為であ･って、 これらの武器の使用は、我が国領域外で行われたとし

ても、国家の人的・物的組織体による国際的な武力紛争･の一環としての戦闘行為で

ある「武力の行使」に当たらない。また、いわゆる「他国の武力の行使との一体化」

の考え方とは、我が国の活動の具体的な内容や、 これと他国の行う 「武力の行使」

良
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に係る活動との関係の密接性等の諸般の事情を総合的に勘案すると、仮に我が国宮

らは直接「武力の行使」をしていないとしても、我が国も「武力の行使」をしたと

の法的評価を受ける場合があり得るとするものであるが、前記の各規定による武器

の使用は、専ら、 自衛官が自己等の生命又は身体を防衛するなどのためにこれらの

規定の定める要件に従ってのみ行われるものであって、右に述べた考え方に照らし

ても、他国の武力の行使と一体化するものには当たらないと考える。

(国会提出資料）

＜平成18年10月16日衆・テロ・イラク特委伴野豊君に対する久間防衛庁長官の

答弁について＞

（衆・テロ・イラク特委理事懇提出平18･ 10． 18)

（防衛庁）

1 テロ対策特別措置法に基づく活動は、現に戦闘が行われておらず、かつ、そこで

実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる地域で

行うこととされている。

2 また、仮に、補給中の米軍艦艇等へのテロなどを含む不測事態が生起した際の対

応について、一般論として申し上げれば、 当該米軍艦艇等は、 自衛隊の指示に従う

のではなく、米軍等の指揮統制の下、その生命・身体の防護等のために必要な行動

をとると考えられるため、 自衛隊が米軍艦艇を防護するために武器を使用する必要

が生じる可能性は低く、基本的に想定されないものと考える。

3 他方で、不測の事態が生起した場合には、 自衛隊の艦船は活動の実施を一時休止

又は避難するなどして危険を回避することに努めることとなるが、他に手段がない

場合には、 自己等の防護のため、あるいは自衛隊の武器等の防謹のため、武器を使

用することが可能である。

4 その上で、万が一、 まさに洋上給油を実施中の自衛隊の艦船と米軍艦艇とが極め

て接近しているような場合には、 自衛隊があくまで自己等や武器等の防謹のために

武器を使用することが、結果的に米軍艦艇に対する攻撃を防ぐ反射的効果を有する

場合があり得ると考える。

5 久間防衛庁長官の国会答弁は、 このような考え方に基づくものであり、従来の憲

法解釈を変更するものではない。

鱗

鍵

(国会答弁例）

職撫雷企画局長小野寺防衛大臣喜異6職皇ヨ
○政府参考人（中島明彦君）…先生御指摘の自衛隊法第95条の規定によりまして、

車両を含みます自衛隊の武器などを職務上警護する自衛官、 このような自衛官は、 当

該武器などを防護するため必要であると認める相当の理由がある場合、 こういう場合

には、その事態に応じまして合理的に必要と判断される限度で武器を使用することが
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認められております。国連PKOの活動におきましても、 自衛隊の車両を守るための

武器の使用といたしましては、一般的にこの95条による対応が想定されるところで

ございます。

かかる95条による武器の使用につきましては、累次政府がお答えしておりますけ

れども、我が国の防衛力を織成する重要な物的手段を破壊、奪取しようとする行為か

らこれらを防謹するための極めて受動的かつ限定的な必要最小限の行為でありまし

て、 このような武器の使用は我が国領域外で行われたとしても慾法9条の禁ずる武力

の行使に当たらないとしておるところでございます。

○国務大臣（小野寺五典君） 現在、先ほどお話ありました、 PKO活動に従事する

ために海外に派遣された自衛官は、現行法に基づき、 自己の管理の下にある者の生命

等を防護するために武器を使用することは可能ということになります。また、委員が

御指摘がありましたように、例えば自衛隊の車両、無線機その他の防護について、 こ

れも防謹のために武器等防護で武器の使用が可能ということになります。いずれにし

ても、管理下に置くものに関しては、人も物もこれは武器使用が可能だと思っていま

す。…

で

“毒堂菫答壽2紬圭司
○国務大臣（中谷元君） 自衛隊法95条は自衛隊の武器等を防護するために認めら

れているものであります。そのために、同条に基づいて海上保安庁の船舶、装備を防

謹するために武器を使用することはできません。

御指摘の状況［編注：海上保安庁の装備に対して破壊や奪取が行われようとしてい

るとき］における自衛隊の対応につきましては、個別具体的な状況によって異なりま

すけれども、海上警備行動が発令されている場合であれば、 自衛隊法93条1項が準

用する警察官職務執行法第7条に基づきまして、海上保安庁の船舶や装備に所在する

人員を防護するために武器を使用することができるということでございます。

く
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7－c いわゆる 「駆け付け警護」に伴う武器の使用及びい

わゆる「安全確保業務」を行う際の武器の使用

（1）政府は、憲法第9条の禁ずる 『武力の行使」に当たらな

い武器の使用として、 自己等を防護するための「いわば自

己保存のための自然権的権利というべきもの」である武器

の使用や、 自衛隊の武器等の防護のための自衛隊法第95

条に規定する武器の使用があり、 これらを超えるような武

器の使用については、相手方が国又は国に準ずる組織であ

る場合には、憲法第9条の禁ずる 「武力の行使」に当たる

おそれがあると解している。

響

(2) PKO法は、 このような自己等を防護するための「いわ

ば宮己保存のための自然権的権利というべきもの」である

武器の使用等を超えるものとして、いわゆる 「駆け付け警

護」に伴う武器の使用及びいわゆる 「安全確保業務」を行

う際の必要最小限の武器の使用（注’）を可能としている。

これらの武器の使用が憲法第9条の禁ずる「武力の行使」

に当たらない理由は、いわゆる 「駆け付け警護」及びいわ

ゆる 「安全確保業務」を実施する場合にあっては、いわゆ

るPKO参加5原則（注2)に加え、領域国及び紛争当事者

の受入れ同意が、国際連合平和維持活動等及びこれらの業

務が行われる期間を通じて安定的に維持されると認められ

ることを要件とすること (PKO法第6条第1項）により、

国又は国に準ずる組織が敵対するものとして登場すること

がないことを確保しているからである。

灘
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(注1） これらの武器の使用については、 自己等の生命等を防識し、又は従事してい

る業務を妨害する行為を排除するためやむを得ない必要があると認める相当の理

由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判|釿される限度で武器を使用

することができるとされており、 また、正当防衛（刑法第36条）又は緊急避難

（刑法第37条）に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならないとさ

れている (PKO法第26条第1項から第3項)。

(注2）いわゆるPKO参加5原則については、 455頁参照

ぐ

亀
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(国会答弁例）

桂繩菫鱸鬘官平・ ，劉
○工藤（敦）政府委員…まずPKF、国連の行いますPKFというのは、その行わ

れる事態におきまして、安保理の決議等を受けて、 しかも紛争当事者の同意、合意等

があってその上で行われますものでありますから、それ全体として、 まず武力の行使

に当たるよう‘な武器使用はまずまずないだろう、かように存じます。

ただ、そこの中で認められております、国連文書によって私が承知しておりますと

ころでは、場合によって、そのPKFの任務を達成する、それを実力をもって阻止し

よう、そういう動きに対して武器を使用することも例外的に認める場合がある、かよ

うに言われております点から、まず全体として国際的な武力紛争に携わるものではな

いけれども、そういうものによって武力の行使に当たるようなケースが例外的にない

わけではない、そういう形で私は申し上げているつもりでございます。

霧

礒山職鱸第壬鰕．割
○政府委員（秋山收君） …お尋ねの任務の遂行を実力をもって妨げる企てに対抗す

るための武器使用があったときに、 これが憲法第9条1項で禁止された武力の行使に

当たるかどうかは、ただいま述べました武力の行使の定義、すなわち「我が国の物的

・人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為」 というものにその行

為が該当するかどうかということをやはり個別の事情に照らして判断するということ

になろうと思います。すなわち、 このような武器使用はその状況によっては憲法の禁

ずる武力の行使に該当することも多いと存じますが、それに該当しない場合もあり得

るというふうに考えております。

“蕾堕鱸長書]・ ↑'割
○政府特別補佐人（津野修君） ･･･一般論として申しますと、 この任務遂行を阻止す

る企てに対する武器使用と申しますのは、 これはいわば自己保存のための自然権的権

利というべきもの、 これの枠を超えた武器使用となりまして、状況いかんによっては

憲法第9条の禁ずる武力の行使に該当するということがないとは言い切れないという

ことから、我が国PKO要員にこのような武器使用を認めることにつきましては憲法

との関係で慎重な検討が必要であるというふうに考えております。

鶏

“壼瀧長書‘‘ ''書刃
○政府特別補佐人（津野修君） …警護の内容自体もいろいろ議論があるところでご

ざいまして、 これについては、政府部内で具体的に…法改正の検討が行われていると

いうようなことは私ども承知しておりませんので、警謹の対象者や行為の態様などが

はっきりしないというような状況の下で憲法第9条との関係を‘“具体的に申し上げる

ようなことはちょっと難しい問題であろうと思います。
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ただ、警謹任務を仮に的確に遂行するために、現行国際平和協力法その他の法律の

武器使用規定の合憲性の根拠として今まで言ってきております、いわば宮己保存のた

めの自然権的権利というべきものの枠を超える…武器使用が必要になるとすれば、そ

のような武器使用が憲法9条の禁ずる武力の行使に当たるおそれはおよそないと言え

るかどうか、 これはもう慎重にまた検討させていただかなければいけないという考え

でございます。

陰嗜職鱸第壬蔀晨 ‘ 曇ヨ
○政府参考人（宮崎礼壹君） お尋ねのように、 自衛隊の部隊の所在地からかなり離

れた場所に所在します他国の部隊なり隊員さんの下に駆け付けて武器使用するという

場合は、我が国の宮衛官自身の生命又は身体の危険が存在しない場合の武器使用だと

いう前提だというお尋ねだと思います。

…このような場合に駆け付けて武器を使用するということは、いわば自己保存のた

めの自然権的権利というべきものだという説明はできないわけでございます。

…その駆け付けて応援しようとした対象の事態、ある今お尋ねの攻撃をしているそ

の主体というものが国又は国に準ずる者である場合もあり得るわけでございまして、

そうでありますと、…それは国際紛争を解決する手段としての武力の行使ということ

に及ぶことが、及びかねないということになるわけでございまして、そうであります

と、憲法9条の禁じます武力の行使に当たるおそれがあるというふうに考えてきたわ

けでございます。

したがって、 これを逆に申しますと、…例えば相手方が単なる犯罪集団であること

がはっきりしているという場合など、 これに対する武器使用が国際紛争を解決する手

段としての武力の行使に当たるおそれがないんだという状況を前提にすることができ

るという場合がありますれば、それは、それは別途そういう立法措置を取るべきだと

いうことは別にいたしまして、憲法上はそのような武器使用が許容される余地がない

とは言えないというふうに、抽象的にはかように考えておるわけでございます。

ぐ

匙

信総津薑書￥‘・ ｱ 曇ョ
○国務大臣（石破茂君） …これが国際標準ですというようなものが明文であるわけ

ではございません。…PKOにおきましてもそれぞれで展開されるPKOにおいて違

います。そしてまた各国とも、 これが我が国の武器使用基準ですよというのを明らか

にしておるわけではございません。

…それでは任務遂行型、いわゆるBタイプというのはどうなのだということでござ

いますが、要するに、 自らの身に危険が迫ればこれは正当防衛、緊急避難ということ

になるわけでございます。あるいは、物品がそういう状況になりますと、 これは自衛

隊法95条の武器等防謹ということになるわけでございまして、…我が自衛隊を襲っ

たと、隊員の生命、身体にも危害を与えず、そして持っておる装備品にも危害を与え
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ず、任務のみを妨害するというのは一体どういう概念なんだということを理屈の上か

らは考えなければいけません。

礒山離礁官平Ⅷ‘ ,○割
○政府特別補佐人（秋山收君） …海外派遣された自衛隊の武器使用基準の緩和につ

きまして一般論をちょっと御説明したいと思います。

いろいろ観念の操作の議論になりまして恐れ入りますけれども、政府といたしまし

ては、窓法9条の禁ずる武力の行使の意味は、基本的には国家の物的・人体組織体に

よる国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為をいうと考えております。その場合に

おける国際的な武力紛争の意味につきましては、国家又は国家に準ずる組織の間で生

ずる武力を用いた争いをいうものであると。

要するに、 こういうものを我が国として海外派遣された自衛隊は行ってはならない

と考えているわけでございますが、 もっとも、 自衛隊による武器の使用がおしなべて

憲法9条の禁ずる武力の行使に当たるものではなく、…PKO法などに定められてお

ります不測の攻撃に対して自分たちの身を守る武器の使用は、言わば自己保存のため

の自然権的権利というべきものであって、相手がたまたま国家又は国家に準ずる組織

であっても、 これは先ほどの武力の行使に該当するものではなく、憲法上許されるも

のであると考えてきております。

お尋ねのいわゆる武器使用の緩和でございますが、国連PKOにおきましても、武

器使用基準は個々の･PKO活動ごとに定められるものでありまして、統一的な基準と

いうものが存在するわけではないと承知しております。

また、 どのような態様でどのような武器を使用することを想定しているのか、具体

論に入らないとなかなか一概に申し上げられないわけでございますが、そのような武

器の使用が、従前の言わば自己保存のための自然権的権利というべきものなどとして

認められてきたものを超えるものにつきましては、憲法9条の禁ずる武力行使に該当

するおそれがありまして、個々のケースに応じて慎重に検討していく必要があると考

えております。…

聯

蕊

陰編繍特委￥Ⅲ．6割
○石破国務大臣…どういう場合かは一概に申し上げられないのですが、少なくとも、

従来から、武器使用は合憲ですよ、その根拠として申し上げておりますのは、 自己保

存のための自然的権利、 こう申し上げておるわけで、任務遂行を実力で妨げる企てに

抵抗するための武器使用というのは少なくともこれではない。国または国に準ずる組

織が相手であった場合には、 ［編注：憲法］ 9条が禁じますがところの、先ほどの答

弁でも申し上げましたが、武力の行使に該当するおそれがないわけではないという考

えをとっております。

しかし、何か奥歯に物の挟まったようなことを申し上げておりますのは、逆に申し

Wの
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上げた場合に、相手が単なる犯罪集団であるとかいう場合に、国|漂的な武力紛争の一

環としての戦闘行為ではありませんというような状況、そういうような客観的な状況

が設定をされた場合には、任務の遂行を実力で妨げる企てに対･抗するための武器使用

というものも憲法上許容されないわけではないというふうに考えております。…

偉由繍理美生｡ Ⅷo割
○内閣総理大臣（福田康夫君） ・”イラク特措法に基づく人道復興支援活動を行う自

衛隊の部隊には、いわゆる駆け付け瞥謹、すなわち自術隊部隊の活動している場所か

ら遠く離れた場所にまで駆け付け、攻盤を受けている他国の軍隊等を救援するために

武器を使用することは現行法上認められていないところでございます。…

匿蝿鍋蕊委￥'・ '割
○宮崎政府特別補佐人…警謹任務ということにつきましては、 これまで、 自衛隊の

海外の活動を根拠づけておりますPKO法なり現行のテロ特措法なり、一つも規定さ

れておらないわけでございます。

それはなぜかということになると思いますけれども、今、駆けつけ警誰とおっしゃ

いましたが、一般的に申し上げれば、警謹というものは、内容あるいは対象について

何を考えるか、 さまざまでございますけれども、かなりの程度、概して言えばという

か物によってはといいますか、その任務を十全に遂行、達成するためには、武器の使

用要件というものが、現在のPKO法であれば24条［編注：平成27年法律第76

号による改正前・現第25条］、テロ特措法であれば12条に規定されている要件で

十分であるかという問題、すなわち、 これまでなぜそれが憲法上問題でないとされて

いたかというと、それは、いわば自己保存のための自然権的権利というべきものだか

らということで定式化されてきたものを超えるものが必要じゃないかという問題を随

伴するということであるために、それが今まで実現しなかったのだというふうに思い

ます。

そうでありますと、そのようないわゆる自己保存のための武器使用というものを超

えるものが全部だめだということを申し上げているわけではございませんけれども、

そういう武器使用をした場合に、その武器使用の相手方が、いわゆる国または国に準

ずる者、組織といったものに対して行った場合には、やはり憲法9条の禁ずる武力の

行使に当たるおそれがあるという問題もつとに指摘されてきたわけでありまして、 し

たがいまして、例えば仮に武器使用の相手方が単なる犯罪集団であることが明確な場

合など、その武器使用が武力の行使に当たるおそれがないと言えるような枠組みを設

定することができる場合があれば、お尋ねのような任務を遂行するための武器使用で

ありましても憲法上許容されないわけではない、その旨はこれまでも申し上げてきて

いるわけでございます。

で

匙
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ただし、そのような枠組みをどう設定するか、できるかということにつきましては、

十分な検討が必要かと存じます。

“蕾譽薑鬘官平2○ ｛･ 曇ヨ
○井上哲士君…、 2003年の5月15日の当委員会で内閣法制局は、 このいわゆ

る駆け付け警謹につきまして、 自己保存のための自然権的権利とは言えず、攻盤して

いる相手が国又は国に準ずる組織だった場合に、憲法9条で禁じた武力行使に当たる

おそれがあるとの見解を明らかにしております［編注：平成15 ． 5 ． 15の参・外

交防衛委における宮崎内閣法制局第一部長答弁 303頁参照］が、政府のこの見解は

変わっていないということでよろしいでしょうか。

○国務大臣（河村建夫君） ただいま御指摘の、いわゆる駆け付け警護に対する点で

ございます。この答弁の趣旨といたしましては、政府としては現在でもその考え方に

変更はございません。 議

嵯由職鱸長書2． ‘｡割
○山本香苗君 “･他国の軍隊が攻盤を受けた際に武器を使用して反撃をするいわゆる

駆け付け警護について、従来どのような憲法解釈がなされてきたのか、 どういう解釈

で憲法上問題があるとされてきたのか、お答えいただけますか。

○政府参考人（梶田信一郎君） …まず、憲法第9条第1項の武力の行使といいます

のは、基本的には、我が国の物的、人的組織体による国際的な武力紛争の一環として

の戦闘行為をいうと。 ここでいいます国際的な武力紛争といいますのは、国又は国に

準ずる組織の間において生ずる武力を用いた争いをいうと、 こういうふうに考えてき

ております。

憲法9条の下におきましては、 こうした武力の行使はいわゆる自衛権発動の三要件

が満たされる場合、 これ以外の場合は禁じられているというふうに解釈をしてきてお

るところでございます。 この武力の行使という概念、 これは武器の使用を含みます実

力の行使に係る概念でございます。

我が国の公務員がいわゆる自衛権発動の三要件が満たされる場合以外において武器

の使用をすること、 これが全て憲法第9条が禁ずる武力の行使に該当するかどうかと

いうと、そういうわけではございませんで、武器使用の相手方が先ほど言いました国

又は国に準ずる組織であった場合でありましても、憲法上の問題が生じないという武

器使用の類型があるというふうにお答えをしてきているところでございます。

その一つのタイプが、いわゆる自己保存のためのもの、これはPKO法の24条［編

注：平成27年法律第76号による改正前・現第25条］等に規定されているところ

でございます｡ ・“それから、二つ目のタイプといたしまして、 自衛隊法第95条に規

定する武器等を防謹するためのもの、 この二つのタイプがございまして、 この武器使

用は憲法上禁じられているものではないというふうに整理をしてきているところでご

霧
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ざいます。

このうちの前者のタイプの武器使用でございますが、 これは、不測の事態に対しま

して、 自己又は自己とともに現場に所在する我が国要員や自己の管理下にある者等の

生命又は身体を防謹するものでありまして、言わば自己保存のための自然権的権利と

いうべきものでありまず-から、そのために必要な必要最小限の武器使用というのは、

その相手方が国又は国に準ずる組織である場合でありましても、 この憲法第9条の禁

ずる武力の行使には当たらないというふうに解釈をしてきているところでございま

す。

…それで､お尋ねの駆け付け警誰における武器使用についてでございますけれども、

その具体的な内容が明らかではございませんけれども、 自己の生命、身体の危険がな

い場合にあえて駆け付けて武器を使用するということでありますれば、先ほど申し上

げました言わば自己保存のための自然権的権利というべきものの範囲を超えるという

ものであると考えられます。

したがいまして、 こうした駆け付け警謹における武器使用につきましては、 これは

国又は国に準ずる組織に対して行うという場合には恋法第9条の禁ずる武力の行使に

当たるおそれがあると、 こういう問題があるというふうにお答えをしてきているとこ

ろでございます。

○山本香苗君…我が国の自衛隊が、国又は国に準ずる組織から他国の軍隊が攻盤を

受けた際に武器を使用する、使用して反盤することができるとするならば、従来の憲

法解釈の変更が必要ということでよろしいですね。

○山本香苗君…変えないでできるものではないということですよね。

○政府参考人（梶田信一郎君） 従来の憲法解釈を前提にする限り、今申し上げまし

た駆け付け警謹というものは認めることについては問題があるということでございま

す。

ぐ

嵯繩菫制局第王鷆川舎ヨ
○近藤政府参考人 ・”最初に武力の行使の議論がございましたけれども、惣法9条第

1項の武力の行使について、…基本的には、我が国の物的、人的組織体による国際的

な武力紛争の一環としての戦闘行為ということで、 この国際的武力紛争というのは、

よく言われます国または国に準ずる組織の間における武力を用いた争いということで

ございますので、憲法9条のもとでは、やはりこのような武力の行使というのは、い

わゆる自衛権発動の三要件を満たす場合以外は禁じられているというのがこれまでの

政府の解釈でございます。

その上で、御指摘ございましたPKO活動、国連平和維持活動は、確かにおっしゃ

るとおり、国連の安保理等の決議に基づいて国連が組織して、国連の統括のもとに行

われるものでございますけれども、そうであるとしても、 これに参加する各国の活動

がそれぞれの主権に基づく活動であるということが否定されるわけではございません

く
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ので、やはり我が国の自衛隊の活動については、それが武力の行使に当たるというの

であれば、憲法9条のもとでは許されないというのが従来の解釈でございます。

今、駆けつけ警護等の話がございましたけれども、そこは個々の要件とか具体的な

内容というものを明らかにしていかないと、なかなか一義的に憲法との関係は申し上

げられませんけれども、 これまで武器の使用に関しましては、一般論として、いわゆ

る自己保存のための武器等の使用あるいは武器等防謹のための武器の使用を超えるよ

うな武器使用については、相手方が国であるとか国に準ずる組織である場合には、や

はり憲法9条の禁ずる武力の行使に当たるという問題があるというふうに考えており

ます。

このことを逆に申し上げれば、 これも従来から申し上げておりますけれども、相手

方が国または国に準ずる組織が登場しないような適切な枠組みができれば、駆けつけ

警謹等のための武器使用であっても憲法上許容されないわけではないというふうに考

えております。 ・・・

“蕾堕鱸長官喜異｡鮴剖
○政府特別補佐人（小松一郎君） …PKO活動に伴って従事している自衛隊員がい

わゆる武器を使用するということでございますけれども、従来、 PKO法に基づきま

して、言わば自己保存のための自然権的権利というべきものとして認めてきたもの、

これは、 PKO法たしか24条［編注：平成27年法律第76号による改正前・現第

25条］にその武器使用権限の規定があると思いますけれども、 こういうものを超え

る武器使用、今御質問のございましたいわゆる駆け付け警護、任務に対する妨害を排

除するための武器使用と、 こういう文脈で従来議論されてきておりますけれども、 こ

のような武器使用を国又は国に準ずる組織に対して行った場合には憲法第9条が禁ず

る武力行使に該当するおそれがあると。 これを裏から言えば、武器使用の相手方が国

又は国に準ずる組織に当たらないことを確保する仕組みを設定することができるので

あれば武器使用の権限を拡充することも憲法上許容されるであろうというのが従来の

答弁でございます。

霧

騨

(閣議決定）

＜国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について＞

（抜粋）

（平26 ． 7 ． 1 閣議決定）

2国際社会の平和と安定への一層の貢献

（1） （略）

（2）国際的な平和協力活動に伴う武器使用

ア我が国は、 これまで必要な法整備を行い、過去20年以上にわたり、国際的

な平和協力活動を実施してきた。その中で、いわゆる 「駆け付け警護」に伴
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う武器使用や「任務遂行のための武器使用」については、 これを「国家又は

国家に準ずる組織」に対して行った場合には、恋法第9条が禁ずる 「武力の

行使」に該当するおそれがあることから、国際的な平和協力活動に従事する

自術官の武器使用権限はいわゆる自己保存型と武器等防謹に限定してきた。

イ我が国としては、国際協調主義に基づく 「職種的平和主義jの立場から、

国際社会の平和と安定のために一層取り組んでいく必要があり、そのために、

国際連合平和維持活動(PKO)などの国際的な平和協力活動に-卜分かつ積

極的に参加できることが重要である。 ．”

ウ以上を踏まえ、我が国として、 「国家又は国家に準ずる組織jが敵対するも

のとして登場しないことを確保した上で、国際連合平和維持活動などの「武

力の行使」を伴わない国際的な平和協力活動におけるいわゆる「駆け付け警

謹」に伴う武器使用及び「任務遂行のための武器使用」 ･･･ができるよう、以

下の考え方を基本として、法整備を進めることとする。

（ア）国際連合平和維持活動等については、 PKO参加5原則の枠組みの下で、

「当該活動が行われる地域の属する国の同意」及び「紛争当事者の当該活

勵が行われることについての同意jが必要とされており、受入れ同意をし

ている紛争当事者以外の「国家に準ずる組織」が敵対するものとして登場

することは基本的にないと考えられる。 このことは、過去20年以上にわ

たる我が国の国際連合平和維持活動等の経験からも裏付けられる。近年の

国際連合平和維持活動において重要な任務と位置付けられている住民保護

などの治安の維持を任務とする場合を含め、任務の遂行に際して、 自己保

存及び武器等防談を超える武器使用が見込まれる場合には、特に、その活

動の性格上、紛争当事者の受入れ同意が安定的に維持されていることが必

要である。

（イ） （|略）

（ウ）受入れ同意が安定的に維持されているか“･については、国家安全保|庫会

議における審議等に基づき、内閣として判断する。

（エ）なお、 これらの活動における武器使用については、響察比例の原則に類

似した厳格な比例原則が働くという内在的制約がある。

ぐ

息

(国会答弁例）

瘻皇瀧鱸長官喜美7封曇山皇ヨ
○政府特別補佐人（横畠裕介君) PKO活動における治安維持活動における武器使

用につきましては、従来から、武器使用の相手方が単なる犯罪集団など国家に準ずる

組織でないことが明確であり、その武器使用が武力の行使に当たるおそれがないと言

えるような枠組みを設定することができる場合には、治安維持活動における武器使用

であっても、憲法上許容されないわけではないということを国会でも申し上げてきて
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いるところであります。

礒皇繍壽局長官書鼻7壷鵬ヨ
○横畠政府特別補佐人…その上で、 さらに、 これらのものを超えるような武器の使

用、御指摘の、任務遂行のための武器使用あるいは駆けつけ瞥謹といった、 これらの

ものを超えるような武器の使用につきましては、相手方がまさに国家または国家に準

ずる組織である場合には、やはり武力の行使に当たり憲法上の問題を生じるというふ

うに整理してきたものでございまして、御紹介いただきました、当時の内閣法制局の

答弁［編注：平13 ． 12 ． 6の参・外交防衛委における津野内閣法制局長官答弁及

び平15 ． 5 ． 15の参・外交防衛委における宮崎内閣法制局第一部長答弁 302頁

及び303頁参照］もその趣旨を申し上げているものでございます。 このような考え方

は今回も全く変えておりません。

ただ、今般の法整備におきましては、 PKO法の改正により、いわゆる自己保存の

ための自然権的権利というべきものである武器の使用等を超えるものとして、安全確

保業務の実施を妨害する行為を排除するための武器使用、それと、いわゆる駆けつけ

警謹に伴う武器使用という権限を新たに認めてございます。

なぜそのようなことができるようになったのかということでございますけれども、

これは先ほど申し上げたとおり、憲法第9条の禁ずる武力の行使に当たらないための

理由は、 まさに、国家または国家に準ずる組織が敵対するものとして登場することが

ないということを確保しているからでございます。

今回の法整備におきまして、いわゆる安全確保業務及び駆けつけ警護を実施する場

合にありましては、領域国及び紛争当事者の受け入れ同意がこれらの活動業務が行わ

れる期間を通じて安定的に維持されることが認められるということを要件としてお

り、そのことを担保しているわけでございます。

霧

霧
聴瀧答雰2，奇星雄ヨ

○中谷国務大臣いわゆる駆けつけ警誰に伴う武器使用と任務遂行のための武器使用

を行うに当たりましては、参加五原則が満たされており、かつ、派遣先国及び紛争当

事者の受け入れ同意、 これがPK○活動等及びいわゆる安全確保業務等が行われる期

間を通じて安定的に維持されると認められる必要があります。すなわち、国家または

国家に準ずる組織が敵対するものとして登場しないということが前提になっておりま

す。

今般の改正PKO法におきましては、 この受け入れ同意の安定的維持について、国

家安全保障会議における審議等に基づいて内閣として確認の上で業務を開始すること

や、 これに懸念が生じた場合の業務の中断、または万が一これが認められなくなった

場合の業務の終了について規定をしております。

なお、中途で業務の終了を余儀なくされることがないように、派遣に当たっては、
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特に受け入れ同意の安定的維持の判断に基づいて‘|真重を期すべきことは言うまでもあ

りませんが、 さらに、運用面におきましては、 このような判断を適切かつ迅速に行う

ことができるように、関係各国や国際機関等からの‘情報を含めまして、十分な情報収

集に努めていく考えでございます。

このようなことから、御指摘のような武器使用が武力の行使にならないための仕組

みというものはしっかり確保されているということでございます。

騨鱸大臣藤轟呈皇曇ヨ
○内閣総理大臣（安倍晋三君） その中で、例えば駆け付け警謹でございますが、い

わゆる駆け付け警護は、現地治安当局等が対応できないときに、施設整備等のPKO

活動を行う部隊が、他のPKO参加者やNGO等からの緊急の要請を受け、その侵害

や危難から救うものであります。これまでは、駆け付け警護に伴う武器使用について、

これを国家又は国家に準ずる組織に対して行った場合には憲法第9条が禁じる武力の

行使に該当するおそれがあるとされてきたわけであります。

今般のPKO法改正においては、参加五原則が満たされており、かつ派遣先国及び

紛争当事者の受入れ同意が我が国の業務が行われる期間を通じて安定的に維持される

と認められることを要件として駆け付け警謹を行うことができることとしたわけでご

ざいます。このような要件を前提とすれば、国家又は国家に準ずる組織は全て自衛隊

の受入れに同意をしているわけであります｡国家又は国家に準ずる組織が敵対するも

のとして登場してこないことは明らかでございまして、また、仮に当該同意が安定的

に維持されると認められなくなった場合には、当該業務を中断の上、終了することと

なるわけでございます。

このように、 自衛隊が憲法の禁ずる武力の行使を行うことはなく、駆け付け警護の

実施が憲法第9条との関係で問題となることはないわけであります。

で

〈
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7－，海賊行為への対処のための武器の使用

海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律による

海賊対処は、国連海洋法条約の範囲内（注’）で、我が国の管

轄権、具体的には我が国の統治権能の一部である警察権を公

海上にまで及ぼし、私有船舶により私的目的で行われるII各奪

的な行為を海賊行為として定義し、国内法上の犯罪として規

定した上で、我が国の管轄権（警察権）の行使として取締り

や抑止を行うものである。

したがって、本法に基づく海賊対処行動については、我が

国の法執行であるということに強制を及ぼす法的根拠があり、

また、厳格な比例原則の下で、あくまでも私人を相手とする

ものであるということから、その際に認められている武器の

使用（注2）は、 「武力の行使」に当たるものではない。

霧

(注1）海洋法に関する国際連合条約（平成8年条約第6号）

第101条海賊行為の定義

海賊行為とは、次の行為をいう。

(a)私有の船舶又は航空機の乗組員又は旅客が私的目的のために行うすべての不法

な暴力行為、抑留又は略奪行為であって次のものに対して行われるもの

( i )公海における他の船舶若しくは航空機又はこれらの内にある人若しくは財産

（1）いずれの国の管轄権にも服さない場所にある船舶、航空機、人又は財産

(b)いずれかの船舶又は航空機を海賊船舶又は海賊航空機とする事実を知って当該

船舶又は航空機の運航に自発的に参加するすべての行為

(c) (a)又は(b)に規定する行為を扇動し又は故意に助長するすべての行為
汽

第105条海賊船舶又は海賊航空機の傘捕

いずれの国も、公海その他いずれの国の管轄権にも服さない場所において、海賊船

舶、海賊航空機又は海賊行為によって奪取され、かつ海賊の支配下にある船舶又は航
津

空機を傘捕し及び当該船舶又は航空機内の人を逮捕し又は財産を押収することができ

霧
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る。傘捕を行った国の裁判所は、科すべき刑罰を決定することができるものとし、 ま

た、善意の第三者の権利を尊重することを条件として、 当該船舶、航空機又は財産に

ついてとるべき措置を決定することができる。

(注2） 当該武器の使用については、警察官職務執行法第7条の規定を準用して武器を使

用する場合のほか､航行中の他の船舶に著しく接近する等の海賊行為の制止に当たり、

当該海賊行為を行っている者が、他の制止の措置に従わず、なお船舶を航行させて当

該海賊行為を継続しようとする場合において、 当該船舶の進行を停止させるために他

に手段がないと信ずるに足りる相当な理由があるときには、その事態に応じ合理的に

必要と判断される限度において、武器を使用することができるとされている（海賊行

為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第6条及び第8条)。
ぐ

亀

、
ノ
ー
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(質問主意書・答弁書）

（平20･ 12． 24対長島昭久・衆）

十六について

海賊行為への対処のため自衛隊法第82条の規定により海上における警備行動を

命ぜられた自衛隊の自衛官が、公海上において、海賊行為であって我が国の刑罰法

令が適用される犯罪に当たる行為を行った者に対し、同法第93条第1項において

準用する警察官職務執行法第7条の範囲内で武器を使用することは、国際法上問題

となることはない。

また、 このような武器の使用は、憲法第9条が禁ずる「武力の行使」に当たらな

い。

(国会答弁例）

陰皇職鱸第奎曇皇割
○政府参考人（横畠裕介君） …まず、本法案［編注：海賊行為の処罰及び海賊行為

への対処に関する法律案。以下同じ。］による海賊対処は、国連海洋法条約によって

許される範囲内で我が国の管轄権、具体的に申し上げれば我が国の統治権能の一部で

あります警察権であり、 これには厳格な比例原則の下での強制力が伴うものでござい

ますが、 これを公海上にまで及ぼし、我が国の法執行としてこれに服すべき海賊を取

り締まるものでございます。そのために、本法案では海賊行為を定義し、 これを国内

法上の犯罪として規定した上で、海上警察機関である海上保安庁及びこれを補完する

役割を担うものとしての自衛隊が海賊行為の取締り等に当たることを規定し、武器使

用を含む所要の権限を付与しております。

本法案による自衛隊による海賊対処行動では、 自衛官が私的目的による私人の行為

として定義された海賊行為の抑止、取締りという職務を行うに当たって、武器の使用

を含む強制力を用いることを認めております。法案の第6条の停船射撃はまさにその

現行犯の海賊行為を制止するためのものでございます。 これについては、 当該自衛官

の職務が我が国の法執行であるということに強制を及ぼす法的根拠があり、 また、あ

くまでも私人を相手とするものであるということから、そもそも武力の行使に当たる

ものではないものと整理しております。

霧

職

陰生鵡鱸臣平伽・劉
○内閣総理大臣（麻生太郎君） “･海賊行為というものは、 これは私的目的とした私

人の犯罪行為であります。 したがって、海賊行為への対処のためには、 これは海賊行

為であって、 日本の刑罰法令が適用される犯罪行為に当たる行為を行った者に対して

法令の範囲内で武器を使用するということは、憲法が禁ずる武力の行使とは全く違う

ものだと思っております。
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“壼堕鱸長書"↑ ･ 曇ヨ
○政府特別補佐人（宮崎礼壹君） …この法案［編注：海賊行為の処罰及び海賊行為

への対処に関する法律案］によります海賊対処は、 PKO等の活動とも少し違いまし

て、国連海洋法条約の考え方に沿いまして、公海上において私有船舶により私的目的

で行われる略奪的な行為を海賊行為として定義し、国内法上の犯罪として規定しまし

た上で、我が国の法執行として、すなわち我が国の管轄権の行使としてその取締りや

抑止を行おうとするものであります。 したがいまして、本法に基づいて行われる武器

使用につきましては、憲法9条の禁ずる武力の行使に当たるものではないと整理する

ことができると考えておりまして、なお、 このことは、武器の使用主体が海上保安庁

か自衛隊かによって異なるということはないものと考えております。

ぐ

亀
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7－E 自衛隊法第94条の5に規定する武器の使用（在外

邦人等の保護措置）

（1） 自衛隊法は、第84条の3において、 自衛隊の部隊等が

外国の同意に基づいてその統治権の一部である警察権をい

わば代行・補完して行う事実行為として、当該外国の領域

において在外邦人等の保護措置を行うことができることと

し、第94条の5第1項において、 当該保護措置を行う際

に、保護対象者の生命若しくは身体の防護又は職務を妨害

する行為の排除のためやむを得ない必要があると認める相

当の理由があるときは、必要最小限の武器の使用を可能と

している（注)。

（注）当該武器の使用に際しては、正当防衛（刑法第36条）又は緊急避難（刑法第

37条）に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならないとされている （自

衛隊法第94条の5第1項)。

霧

（2） 当該武器の使用については、 自衛隊が武器の使用を含む

当該保護措置を行うことについて当該外国の同意があるこ

とに加え、 当該外国の領域の当該保護措置を行う場所にお

いて、当該外国の権限ある当局が現に公共の安全と秩序の

維持に当たっており、かつ、戦闘行為（注）が行われること

がないと認められることを要件としており、 これにより、

このような武器の使用を含む当該保護措置が行われる場所

に国に準ずる組織が存在しないことを担保していることか

ら、 このような武器の使用は、 「武力の行使」に当たるこ

とはなく、憲法上の問題を生じることはない。

鶏
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(注）戦闘行為とは、国際的な武力紛争･の一環として行われる人

壊する行為をいう （自衛隊法第84条の3第1項第1号参照)。

して行われる人を殺傷し又は物を破

ノ

で

、

く
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(閣議決定）

＜国の存立を全う国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について＞

（抜粋）

（平26 ． 7 ． 1 閣議決定）

2国際社会の平和と安定への一層の貢献

(1） （略）

（2）国際的な平和協力活動に伴う武器使用

ア・イ （略）

ウ …我が国として、 「国家又は国家に準ずる組織」が敵対するものとして登場

しないことを確保した上で、 .”領域国の同意に基づく邦人救出などの「武力

の行使」を伴わない警察的な活動ができるよう、以下の考え方を基本として、

法整備を進めることとする。

（ア） （略）

（イ） 自衛隊の部隊が、領域国政府の同意に基づき、当該領域国における邦人

救出などの「武力の行使」を伴わない警察的な活動を行う場合には、領域

国政府の同意が及ぶ範囲、すなわち、その領域において権力が維持されて

いる範囲で活動することは当然であり、 これは、その鮠囲においては「国

家に準ずる組織」は存在していないということを意味する。

（ウ）…領域国政府の同意が及ぶ範囲等については、国家安全保障会議におけ

る審議等に基づき、内閣として判断する。

（エ）なお、 これらの活動における武器使用については、警察比例の原則に類

似した厳格な比例原則が働くという内在的制約がある。

鯵

(国会答弁例）

〔薑信礁理大臣書異｡誰由曇員〕
○内閣総理大臣（安倍晋三君） ”･領域国の同意に基づく邦人救出などの活動につい

ては、領域国政府の同意が及ぶ鮠囲、すなわち、その領域において権力が維持されて

いる範囲で活動することから、その範囲においては国家に準ずる組織は存在しないと

考えられます。…

鯵

陰皇職制篶罵｡割
○政府特別補佐人（横畠裕介君） 現在検討しております領域国の同意に基づく邦人

救出の活動につきましては、先ほどのお尋ねありました自衛権の行使としての武力の

行使とは全く別のものとして考えております。いわゆる響察的な活動と称しておりま

すけれども、ただ、我が国の統治の及ばない他国の領域において行われるものでござ

いますので、その法的な性質は我が国の法執行としての警察活動そのものとは別のも
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のと解しております。現地当局といいますか、の領域国の統治権の一部であります警

察権、それの代行といいますか、補助といいますか、補佐といいますか、そういう意

味での事実行為を担当するという整理でございます。

そうは申しましても、我が国が行う活動でございますので、当然、我が国としてそ

の活動の根拠となる法令を整備することが必要でございますし、その意味で、その活

動は我が国の法令の定めるところに従いまして、かつ、現地の法令を尊重しつつ行う

ということになろうと考えております。

○大野元裕君法執行とは別なもので相手国のその警察権限の代行というのは、 これ

は国際‘|貧習法上もあると私も理解をしています。だとすると、我が国の憲法との関係

ですけれども、仮にそういったものを行使するとすると、憲法第31条が定めるデュ

ープロセス、 これを適用する範囲となるんでしょうか。また、適用する場合、それを

担保するためにはいかなる措麗が必要なんでしょうか。

○政府特別補佐人（横畠裕介君） あくまでも我が国の活動でございますので、憲法

を始めとする我が国の法令にのっとって、従って行う活動でございますので、憲法に

違反するような活動ができるわけではございません。

その意味で、閣議決定にもありますとおり、そのような実力を行使する活動ではご

ざいますけれども、当然厳格な比例原則というものが働くというふうに考えておりま

して、 31条もその意味では同じような、 31条そのもの、例えば令状主義とか、そ

ういうものについては、我が国の法執行ではございませんので、我が国の令状を得て

ということは、それは難しいと思いますが、現地当局、現地の法制に従ってそのよう

なものが必要であるならば、現地においてそのような手続というものが取られること

は必要であろうかと思います。

○大野元裕君 ということは、 これ、他国から令状を取り、あるいは他国から拘束に

関して必要があれば他国の法律に従ってということでございますね。 ということは、

他国ができないような救出活動については、緊急性というよりもその能力の問題とい

う判断になるんでございますか。ちょっとここは通告しておりませんけれども、確認

させてください。

○政府特別補佐人（横畠裕介君） 現地の法令によって求められている手続、あるい

は現地の法令そのものをやはり尊重して行うということは前提としております。

○大野元裕君申し訳ない、大事なところなので確認します。現地の手続、法令を尊

重すると現地の手続、法令を遵守するはどう違うんでしょうか、今尊重とおっしゃい

ましたが。

○政府特別補佐人（横畠裕介君） 国|祭的に我が国の自衛隊が他国において活動する

ときに、現地の法令に拘束されるといいますか、それに従うという関係ではございま

せんで、あくまでも現地の法令を尊重して活動すると、そういう関係にあるものと理

解しております。

ぐ

忠

平安特委平27 ． 6 ． 2司際
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L中谷防衛大臣答弁対小田原委員ノ
○中谷国務大臣現在の自衛隊法の在外邦人の輸送で可能な措置は、外国における緊

急事態に際して生命または身体の保護を要する在外邦人を安全な地域に輸送すること

に限られております。また、 自衛官が在外邦人を守るために武器を使用することがで

きるのは､ 自己の管理のもとに入っているときのみでございます。

これに対して、新たに設ける在外邦人等の保談措置は、外国における緊急事態に際

して生命または身体に危害が加えられるおそれがある邦人について、法案［編注：現

自衛隊法第84条の3］で定められた要件を満たせば、輸送のみならず、邦人の警護

そして救出も可能にすることでございます。

この在外邦人の保護措置を行うためには、次の要件を満たす必要があります。すな

わち、 自衛隊が保謹措置を行う場所において、領域国の当局が現に公共の安全と秩序

の維持に当たっており、かつ、戦闘行為が行われることがないと認められること、そ

して、武器の使用を含む保護措置の実施について領域国の同意があること、そして、

予想される危険に対して保護措置をできる限り円滑かつ安全に行うために、 自衛隊と

領域国の当局との連携及び協力の確保が見込まれることなどが必要条件でございま

す。

篝

僖信繍薑大臣書鼻，封杲割
○内閣総理大臣（安倍晋三君） …今般新たに設ける在外邦人等の保謹措置は武力の

行使を伴わない警察的な活動として行うものであって、領域国の同意がある場合に、

その同意が及ぶ範囲、すなわちその領域において権力が維持されている範囲で活動す

ることを前提としているわけでありまして、 このため、領域国の受入れ同意は、国際

法上の要件としてだけではなくて、 このような前提を確保することによって国又は国

に準ずる組織が登場しないことを担保する、先ほど憲法上の要請を担保するというこ

とで申し上げたわけでありますが、要件の一つとしているものでございます。

蕊
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7－F 自衛隊法第95条の2に規定する武器の使用（合衆

国軍隊等の部隊の武器等の防護）

自衛隊法第95条の2に規定する武器の使用は、 自衛隊と

連携して「我が国の防衛に資する活動（共同訓練を含み、現

に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除く。）」に

現に従事しているアメリカ合衆国の軍隊その他の外国の軍隊

その他これに類する組織（以下「合衆国軍隊等」 という。）

の部隊の武器等という、我が国の防衛力を構成する重要な物

的手段に相当するものと評価することができるものを武力攻

撃に至らない侵害から防護するための極めて受動的かつ限定

的な必要最小限の行為（注’）である。条文上も、同条第1項

において「現に戦闘行為が行われている現場で行われるもの

を除く」 ことが要件とされており、 これにより、同項による

警護が合衆国軍隊等による武力の行使と一体化しないことを

担保するとともに、同条の規定による武器の使用によって戦

闘行為（国又は国に準ずる組織による攻撃）に対処すること

はない（注2）ものとし、 したがって、 自衛隊が「武力の行使」

に及ぶことがなく、 また、同条の規定による武器の使用を契

機として戦闘行為に発展することもないようにしている。

で

亀

(注1） 当該武器の使用については、武器等を防護するため必要であると認める相当の

理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使

用することができるとされており、 また、正当防衛（刑法第36条）又は緊急避

難（刑法第37条）に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならないとされ

ている （自衛隊法第95条の2第1項)。
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（注2）ニカラグア事件に関する国際司法裁判所の判決(1986年6月27B)

（原文）

211.…underinternational lawinfbrcetoday-whethel･customaryinternational laworthatoftheUnited

Nationssystem-Statesdonothavearightofucollective'!armedresponsetoactswhichdollotconstitute

an''armedattacki'.

（仮訳）

パラ211 …今日効力を有する国際法の下では、それが‘|貫習国際法であれ、国連シス

テムのものであれ、国家は、 「武力攻撃」を構成しない行為に対して「集団的な」武力

による対応をする権利を有しない。

1

霧鵜

蕊
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(閣議決定）

＜国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について＞

（抜粋）

（平26． 7 ． 1 閣議決定）

1 武力攻雛に至らない侵害への対処

（1）～（3） （略）

（4） さらに、我が国の防衛に資する活動に現に従事する米軍部隊に対して攻嬢が

発生し、それが状況によっては武力攻雛にまで拡大していくような事態におい

ても、 自衛隊と米軍が緊密に連携して切れ目のない対応をすることが、我が国

の安全の確保にとっても重要である。 自衛隊と米軍部隊が連携して行う平素か

らの各種活動に際して、米軍部隊に対して武力攻盤に至らない侵害が発生した

場合を想定し、 自衛隊法第95条による武器等防謹のための「武器の使用」の

考え方を参考にしつつ、 自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動（共同訓

練を含む｡）に現に従事している米軍部隊の武器等であれば、米国の要請又は

同意があることを前提に、 当該武器等を防謹するための自衛隊法第95条によ

るものと同様の極めて受動的かつ限定的な必要最小限の「武器の使用」を自衛

隊が行うことができるよう、法整備をすることとする。

ぐ

(国会答弁例）

臨瀧答弄‘ｱ壷晨地皇ヨ
○中谷国務大臣…新たに規定する自衛隊法95条の2は、 自衛隊と連携して我が国

の防衛に演する活動に、共同訓練を含みますが、現に従事している米軍等の部隊の武

器等の防謹について規定をするものでございます。 これは、現行の95条の規定を踏

まえて新設いたしました。

すなわち、 自衛隊と連桃して我が国の防衛に資する活動に現に従事している米軍等

の部隊の武器等は､我が国の防衛に資する活動に現に用いられているものである以上、

我が国の防衛力を構成する重要な物的手段に相当すると評価することができると考え

られることから、 これらの防護をするため、現行の自衛隊法第95条による武器の使

用.と同様の、極めて受勤的かつ限定的な必要最小限の武器の使用を認めたものでござ

います。

○中谷国務大臣我が国の防衛に資する活勤として当たり得る活動といたしまして

は、例えば、我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態に際して行われる輸送、

補給等の活動、情報収集・警戒監視活動、 自衛隊と米軍等が各種事態、状況のもとで

連携して行う活動を想定した共同訓練、 これが該当すると考えられます。

このような我が国の防衛に盗する活動に自術隊と連携して現に従事している米軍等

の部隊の武器等は､我が国の防衛に資する活動に現に用いられているものである以上、

我が国の防衛力を構成する重要な物的手段に相当するものと評価できると考えたから

〈
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でございます。

陸呑繍薑答壽2紬圭ヨ
○中谷国務大臣重要影響事態となる場合は、既に武力紛争が発生している場合と、

武力紛争が発生していない、例えば差し迫っている場合等が考えられますが、既に武

力紛争が発生している重要影響事態の場合は、武力紛争に対処している米軍等の部隊

に対する侵害行為は米国等に対する武力攻撃の一環として行われる可能性が高いと考

えられるために、防衛大臣が、新設する自衛隊法95条の2によって当該部隊の武器

等の警護を行うという判断をすることは想定されておりません。

また、武力紛争が発生していないときの重要影響事態については、本条により、 自

衛隊と連携して補給、輸送等を行っている米軍等の部隊の武器等を警護することは考

えられますけれども、警護の実施に先立って、防衛大臣において、戦闘行為が行われ

るおそれを含む周囲の情勢、また米軍等の部隊の能力等を踏まえ、警護を行う必要性

については慎重に判断をしてまいる所存でございます。
鍵

(国会提出資料）

＜平成27年6月5日の吉村洋文議員の指摘事項について＞

（衆・平和安全特別委提出平27 ． 7 ． 1 ）

（防衛省）

「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を

改正する法律案」による改正後の自衛隊法第95条の2に規定する武器の使用は、

自衛隊と連携して「我が国の防衛に資する活動（共同訓練を含み、現に戦闘行為が

行われている現場で行われるものを除く。）」に現に従事しているアメリカ合衆国の

軍隊その他の外国の軍隊その他これに類する組織（以下「合衆国軍隊等」 という。）

の部隊の武器等という、我が国の防衛力を榊成する重要な物的手段に相当するもの

と評価することができるものを武力攻撃に至らない侵害から防謹するための、極め

て受動的かつ限定的な必要最小限の行為である。条文上も、 「現に戦闘行為が行われ

ている現場で行われるものを除く。」 と規定することにより、同条における自衛官に

よる警護が合衆国軍隊等による 「武力の行使と一体化」 しないことを担保するとと

もに、同条に規定する武器の使用によって、戦闘行為、すなわち、国際的な武力紛

争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為に対処することはないも

のとし、 したがって、 自衛隊が武力の行使に及ぶことがなく、また、同条による武

器の使用を契機として戦闘行為に発展することもないようにしている。

このような武器の使用は、憲法第9条第1項で禁止された「武力の行使」には当

たらない。

霧

(国会答弁例）

釘惨｡平安特委平27 ．8
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脾谷防衛大臣答弁対吉田委員j
○国務大臣（中谷元君） まず、要件は五つございまして、武器を使用できるのは職

務上警護に当たる自衛官に限られる、そして、武器等の退避によっても防談が不可能

である場合等、他に手段のないやむを得ない場合でなければ武器を使用することがで

きない、そして、武器の使用は、いわゆる警察比例の原則に基づいて、事態に応じて

合理的に必要と判断される限度に限られる、そして、防謹対象の武器等が破壊される

場合や、相手方が襲嬢して中止をし、又は逃走した場合には武器の使用ができなくな

ること、そして、正当防衛又は緊急避難の要件を満たす場合でなければ人に危害を加

えてはならない、 これが使用の要件でございます。…

(質問主意書・答弁書）

〈平27 ． 8 ． 1 1 対藤末健三・参）

一及び二について

現在、国会に提出している我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するた

めの自衛隊法等の一部を改正する法律案による改正後の自衛隊法（昭和29年法律

第165号。以下「新自衛隊法」 という。）第95条の2第1項に規定する「アメ

リカ合衆国の軍隊その他の外国の軍隊その他これに類する組織」 （以下『合衆国軍

隊等j という。）の部隊であって自衛隊と連携して同項に規定する「我が国の防衛

に資する活動（共同訓練を含み、現に戦闘行為が行われている現場で行われるもの

を除く。）」 （以下「我が国の防衛に資する活動」 という。）に現に従事しているも

のの武器等は、 当該我が国の防循に資する活動において現に用いられているもので

あるから、我が国の防術力を榊成する重要な物的手段に相当するものと評価するこ

とができると考えられる。

同項の響護を行うことのできる地理的範囲については定めていないが、同項の瞥

謹の対象となり得るのは、 自衛隊と連携して我が国の防衛に演する活動に現に従事

している合衆国軍隊等の部隊の武器等に限られる。

三及び四について

米国は、平成27年4月27日の「日米防衛協力のための指針」において、 「平

時からの協力措置」 として、 「自衛隊及び米軍は、訓練・横習中を含め、連携して

日本の防衛に資する活動に現に従事している場合であって適切なときは、各々のア

セット （装備品等）を相互に防謹する」 としている。 また、 イタリア共和国に所在

する国際人道法研究所が米国、カナダ、英国等の実務家の参加を得て平成21年1

1月に取りまとめた『交戦規定ハンドブック」等の文書においても、他国の部隊に

対する武力攻盤に至らない侵害を現場において排除することは認められるとの考え

方が示されていると承知している。

新自衛隊法第95条の2の規定による武器の使用は、 自衛隊と連携して我が国の

防衛に喪する活動に現に従事している合衆国軍隊等の部隊の武器等を武力攻嬢に至

らない侵害から防説するための極めて受動的かつ限定的な必要最小限の行為であ

ぐ

く
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ノ

り、右に述べたところを踏まえると、国際法上認められるものと考えている。

一方、集団的自衛権とは、国際法上、一般に、 自国と密接な関係にある外国に対

する武力攻撃を、 自国が直接攻難されていないにもかかわらず、実力をもって阻止

することが正当化される権利をいうと解されているところ、新自衛隊法第95条の

2の規定による武器の使用は、右に述べたとおり、武力攻耀に至らない侵害に対処

するためのものであることから、集団的自衛権の行使には当たらないと考えている。

(国会提出資料）

＜平成27年8月3日の吉田忠智議員の指摘事項について＞

（参。平和安全特別委提出平27 ． 8 ． 1 1 ）

（防衛省）

1 ． （略）

2． 「我が国の防衛に資する活動」に当たり得る活動については、例えば、弾道ミサ

イルの警戒を含む情報収集・警戒監視活動、我が国の平和及び安全に重要な影響

を与える事態に際して行われる輸送、補給等の活動、共同訓練が挙げられるが、

警護を実施するか否かは、あらかじめ合衆国軍隊等から要請を受けた防衛大臣が、

当該合衆国軍隊等の部隊が行う活動の目的・内容、 当該部隊の能力、要請に係る

当該部隊の武器等の種類、戦闘行為が行われるおそれを含む周囲の情勢等を踏ま

え、 自衛隊の任務遂行への影響も考慮した上で、個別具体的に判断することとな

る。

3． 同条の「その他の外国」の範囲については、警護の対象となる合衆国軍隊等の

部隊は自衛隊と連携して「我が国の防衛に資する活動」に現に従事する部隊であ

ること､ また、 自国の武器等の警謹を自衛隊に依頼するものであることという事

柄の性質から、情報共有をはじめ防衛分野において我が国と緊密な協力関係にあ

る国におのずから限られる。

4． 同条の規定により使用できる武器の鮠囲については、 自衛隊法第87条によっ

て自衛隊が保有することのできる武器のうち、その事態に応じ合理的に必要と判

断されるものに限られることになるが、具体的には個々の事態によって定まるも

のであり、一概にお答えすることは困難である。

鱗

鱸

(国会答弁例）

偉容臓薑￥2ﾌ旧鯏
○蓮紡君…空母や米軍艦船を守る自衛艦は、仮に守っている艦船を狙って発射され

た対艦ミサイル、それが飛来してきたら迎盤することができますか。

○国務大臣（中谷元君） それが戦闘行為の一環でありましたら、それはできません。

いたしません。

ただし、不測の事態等に応じて確認できないような場合におきまして、我が国の自
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衛隊に対してもそのようなケースがございますが、それと同様に米国等の船舶等にミ

サイル等がやられた場合、それが戦闘行為でないと判断した場合は防謹ができるとい

うことでございます。

○蓮紡君済みません､戦闘行為じゃないミサイルはどうやって飛んでくるんですか。

○国務大臣（中谷元君） 辮謹対象である米国等の部隊の武器に対するミサイルによ

る侵害行為が、戦闘行為、すなわち国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷

し又は物を破壊する行為に当たらない場合には、例えばテロリス|､がミサイルを使用

してくるような場合であれば、本条により対処することは排除されないと考えられま

す。

なお、国際的な武力紛争が発生しておらずに、周囲にその徴候も認められない状況

におきまして、 自衛隊が米軍等の部隊とともに活動している現場で突発的に戦闘行為

が発生するということは想定されないわけでございまして、先ほど申し上げましたよ

うに、テロリストとか不審船、 こういったものがミサイルを使用してくる場合であれ

ば、本条により対処することは排除されないと考えております。
ぐ

(質問主意書・答弁書）

（平27 ． 9 ．4 対藤末健三・参）

二について

新自衛隊法第95条の2の規定による武器の使用は、 自衛隊と連携して我が国の

防衛に資する活動に現に従事している合衆国軍隊等の部隊の武器等を武力攻盤に至

らない侵害から防護するための極めて受動的かつ限定的な必要最小限の行為であ

り、同条第1項において「現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除

く。」 と規定することにより、同項の警護が合衆国軍隊等による「武力の行使と一

体化」 しないことを担保するとともに、同条の規定による武器の使用によって戦闘

行為に対処することはないものとし、 したがって、 自衛隊が武力の行使に及ぶこと

がなく、 また、同条の規定による武器の使用を契機として戦闘行為に発展すること

もないようにしている。

このような武器の使用は、懲法第9条で禁止された「武力の行使jには当たらな

いと考えている。

亀

偉容繍薑￥'ﾌ ・髻銅
○国務大臣（中谷元君） 重要影響事態について申し上げれば、武力紛争が発生して

いる場合と武力紛争が発生していない場合があります。

お尋ねの武力紛争が発生している重要影欝事態の場合は、 当該武力紛争に対処して

いる米軍等の部隊に対する侵害行為は米国等に対する武力攻雛の一環として行われる

ものと考えられるため、防衛大臣が95の2において当該部隊の武器等の警謹を行う

という判断をすることはできません。
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偉容繍薑￥2ﾌ ・髻劉
○谷合正明君…平成1 1年に［編注： 自衛隊法］ 95条に関して、 95条に規定す

る武器の使用について見解を示していただいたわけでありますけれども、 これがその

まま今回も当てはまっているわけでありますし、武器等防護はそもそも武力行使とは

明確に異なっているわけでありまして、改めて大臣の方から、 この武器等防護、95

条の2というのは武力行使とは明確に異なる、集団的自衛権ではないということを大

臣の口から説明していただきたいと思います。

○国務大臣（中谷元君） ［編注： 自衛隊法］ 95条の2というのは、あくまでも米

軍等の武器等に対する武力攻盤に至らない侵害に対応するためのものであります。他

方、新三要件に該当して存立危機事態が認定される場合におきましての武力行使は他

国に対する武力攻盤を排除するためのものでありまして、両者は明確に異なるという

ことであります。

具体的に申し上げれば、三点。まず、 95の2におきましては、 この対象となる部

隊が自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動に現に従事しているということだけ

ではなくて、 当該活動から条文上、現に戦闘行為が行われているという現場で行われ

るものを除くと規定をしております。 このように、条文上も、国又は国に準じる組織

による戦闘行為に対して警護や武器を使用することがない、すなわち武力攻撃に対応

するものではないということを明確にいたしております。

第二に、存立危機事態において、既に他国に対する武力攻撃が発生している場合に

あるというのが存立危機事態でありますが、 95の2におきましては、情報収集、警

戒監視、共同訓練など、平素、重要影響事態であっても、あくまでも武力紛争が発生

をしていない状況においてのみ適用されるものであります。

第三に、存立危機事態における武力行使は、事態に応じて必要最小限度であれば一

つ一つの武器使用の態様について要件が定められているものではありません。 95の

2におきましては、現行の95条と同様に、一つ一つの武器について武器等の退避に

よってその防護が不可能である場合など、他に手段のないやむを得ない場合でなけれ

ば武器を使用できないこと、防護の対象の武器等が破壊された場合や、相手方が蕊蟻

を中止をし、又は逃走した場合に武器の使用ができなくなること、正当防衛又は緊急

避難に当たる場合でなければ人に危害を与えてはならないことなどの厳格な要件が満

たされていなければなりません。

以上のように、 自衛隊法95の2は、条文上も、 また適用される場面や武器使用に

おいての要件も、集団的自衛権の行使とは明確に異なり、極めて受動的かつ限定的な

ものになっております。

そもそも存立危機事態は、新三要件に該当し、我が国にとって武力を行使するほか

手段がないという極めて緊迫した事態でありまして、 95条に基づく限られた武器使

用権限で対応できる事態ではございません。

蕊

蟻
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このように、 95の2が、事実上、集団的自衛権の代わりであるというような御指

摘は当たらないものと考えております。

(質問主意書・答弁書）

（平27 ． 9 ．25 対蓮紡・参）

一から五までについて

“･重要影難事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法

律（平成1 1年法律第60号。以下「重要影響事態安全確保法」 という。）第2条

に規定する後方支援活動（以下単に「後方支援活動」 という。）の実施を命ぜられ

た自衛隊の部隊等の自衛官は、新自徳隊法第95条の2の要件が満たされる場合に

は、 当該部隊等と連携して後方支援活動に相当する活動に現に従事しているアメリ

カ合衆国の軍隊その他の外国の軍隊その他これに類する組織（以下「合衆国軍隊等」

という。）の部隊の武器等の警謹を行うことがあり得るが、重要影響事態安全確保

法第6条第4項の規定により当該後方支援活動の実施の中|折が命ぜられた場合や同

条第5項の規定により当該後方支援活動の実施を一時休止することとされた場合に

は、当該合衆国軍隊等の部隊がもはや自衛隊と連携して当該後方支援活動に相当す

る活動に現に従事していないこととなるため、瞥談を行えないこととなる。

七について

防衛大臣は、合衆国軍隊等から警謹の要請があった場合において、 当該合衆国軍

隊等の部隊が行う活動の目的・内容、 当該部隊の能力、要請に係る当該部隊の武器

等の種類、 当該活動が行われる場所及びその周辺の情勢等を踏まえ、 自衛隊の任務

遂行への影響も考慮した上で、戦闘行為が行われるおそれがなく、かつ、 自衛官が

瞥謹を行うことが必要と認めるときに限り、指揮系統を通じて、 当該武器等を適切

に警護し得る自衛官に瞥謹を命ずることとなる。

また、瞥謹を行う自衛官は、万が一、戦闘行為が行われ、又はそのおそれが生じ

たときは、上官の命令に従い、警謹を中止することとなる。

ぐ
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7－G 自衛隊法第84条の2に基づく遺棄機雷等の除去（掃

海）

自衛隊法第84条の2に基づく機雷等の除去（掃海）は、

我が国船舶の航行の安全等を確保するための警察活動（危

険物処理） として規定されたものであり、外国による武力

攻撃の一環として敷設されている機雷等に対処するもので

はない。

外国により、武力攻撃の一環として敷設されている機雷

等を除去する行為は、一般にその外国に対する戦闘行動と

して、武力の行使に当たると解されるが、遺棄された機雷

など、外国による武力攻撃の一環としての意味を有しない

機雷等を除去することは、単に海上の危険物を除去するに

とどまり、その外国に対する戦闘行動には当たらないから、

憲法上禁止されるものではない。

霧

※ホルムズ海峡における機雷の事例（存立危機事態）については、 3－DOc (8

5頁）参照

※他国の領域における機雷の掃海（武力の行使）については、 3－FOb (121頁）

参照
鍵
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(質問主意書・答弁露）

（昭62 ． 9 ． 29 対黒柳明・参）

○質問主意雷

三本問題に関連して、中曽根総理は8月27日の衆議院内閣委員会で、 「機雷掃海

は武力の行使ではないから、自衛隊を派遣しても海外派兵には当たらない」として、

法的には可能との答弁をしているが、機雷掃海が武力行使に当たらないとする理由

は何か。また、それは機雷の状態（例えば敷設された場合、浮遊している場合、所

有権が明らかか否か）で異なるか。

四 自衛隊法第99条［編注：平成18年法律第1 18号による改正前・現第84条

の2．以下同じ。］は機雷等の除去を海上自衛隊の任務としているが、 これは平時

における我が国周辺の海域を対象としたものではないか。本条が適用される地理的

範囲を示されたい。

○答弁書 、

三について

（1）御指摘の…答弁は、 自衛隊法（昭和29年法律第165号）第99条による機

雷の除去に関する質問に対する答弁であるところ、浮遊しているか定置されてい

るかを問わず、公海上に遺棄されたと認められる機雷について、それが我が国船

舶の航行の安全にとって障害となっている場合に、その航行の安全を確保するた

めに、 これを除去する行為は武力の行使に当たるものではなく、 自衛隊法上可能

である旨を答弁したものである。

（2）なお、一般に、機雷の除去が武力の行使に当たるか否かは、それがいかなる具

体的な状況の下で、 またいかなる態様で行われるか等により判断されるものであ

り、一概に言うことは困難である。

四について

自衛隊法第99条に基づく海上自衛隊の機雷等の除去の権限は、公海にも及び得

るが、具体的にどの範囲にまで及ぶかについては、その時々の状況等を勘案して判

断されるべきであり、一概には言えない｡

で

逢

(国会答弁例）

陰繩菫制漂童‘甥
○政府委員（大森政輔君） 機雷の除去が武力の行使に当たるか否か、 これはいかな

る具体的な状況のもとで、 またいかなる態様で行われたか等により判断さるべきもの

でございまして、一概に言うことは困難であるわけでございますが、一般的に申し上

げますと、外国により武力行使の一環として敷設されている機雷を除去する行為、 こ

れは一般にその外国に対する戦闘行動として武力の行使に当たると解せられます。 し

たがいまして、 自衛権発動の要件を充足する場合に自衛行動の一環として行うこと、

これは憲法が禁止するものではございません。 しかしながら、それ以外の場合には態
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法上認められないのではないかと考えている次第でございます。

これに対しまして、遺棄された機雷など外国による武力攻繋の一環としての意味を

有しない機雷を除去するということは単に海上の危険物を除去するにとどまり、その

外国に対する戦闘行動には当たりませんので、憲法上禁止されるものではないと、 こ

れが機雷の掃海に関する私どもの基本的な考え方でございます。

陰庫総要薑姜務書．｡ ‘到
○佐藤正久君 ･ ･･防衛大臣、遺棄機雷と敷設機雷の違いというのは何でしょうか。

○大臣政務官（木原稔君） 一般論として申し上げると、機雷が遺棄された機雷であ

るか否かにつきましては、四つの要素があると考えております。－つ目は敷設国の意

思の表明、 これは他国への通知、通告等の有無であります。二つ目は当該機雷の所在

する海域。三つ目は当該機雷の‘|生質、これは浮遊しているか定置されているかなどや、

敷設の態様ということでございます。四つ目は戦闘全般の状況や周囲の国際情勢。 こ

ういった要素を総合的に勘案して判断すべきものと考えております。

鶏

陰皇繍詞局長官害壽2具寿割
○政府特別補佐人（横畠裕介君） 一般論として申し上げますと、従来から政府は、

機雷の除去について、遺棄された機雷など武力行使の一環としての意味を有しない機

雷については、我が国船舶の安全確保のために必要な場合には自衛隊法第84条の2

に基づき除去することができるが、外国による武力行使の一環として敷設されている

機雷の除去は､一般に当該外国との関係で我が国による武力の行使に当たると解され、

我が国に対する武力攻嬢が発生していない状況下でこれを行うことは憲法上許されな

いと考えているとお答えしてきているところでございます。

(質問主意書・答弁響）

（平27 ． 8 ． 28 対藤末健三・参〉

七について

お尋ねの「遺棄機雷であるという認定」については、個別具体的な状況に即して、

政府が全ての情報を総合して客観的、合理的に判断することとなるため、 「どのよ

うな場合が正当な認定である」かについては、 --一概にお答えすることは困難である。

八及び九について

遺棄された機雷など、外国による武力攻盤の一環として敷設されているのではな

い機雷を除去することは、敷設国に対する戦闘行動としての性質を有さないため、

「武力の行使」には当たらず、 自衛隊法（昭和29年法律第165号）第84条の

2の規定に基づき実施することが可能である。

他方、 －一般に、事実上の停戦状態となったとしても、正式な停戦合意がなされる

前であれば､他国に対する武力攻繋の一環として敷設された機雷を除去する行為は、

霞
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「武力の行使」に当たり得る。また、一旦他国に対する武力攻盤の一環として敷設

された機雷が、具体的にいかなる時点で遺棄された機雷となるかを予測することは、

現実的には極めて困難である。

このように、具体的にいかなる時点で遺棄された機雷となるかの見通しが立たな

い段階において、同条の規定に基づく機雷等の除去のために、掃海艇等を事前の準

備として近傍に展開することは想定されない。…

ぐ
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7－H 自衛隊法第82条の3に基づく弾道

対処

サイル等への
『
へ
『

憲法第9条の下においては、 「武力の行使」は、武力の行使

の三要件が満たされた場合を除いては、我が国としてこれを

行うことはできないと解しているが、 自衛隊法第82条のs

に基づく措置は、我が国に飛来する弾道ミサイル等について、

武力の行使の三要件が満たされたと認めるに至っていない状

況において、我が国として、専ら国民の生命・財産に被害を

生ずることを防止するための必要最小限かつ現段階の技術に

おいては唯一の措置として、その飛来する物体を単に破壊す

るという極めて受動的・限定的な行為を行うにとどまるもの

であって、広い意味での警察権の行使に相当するものと位置

付けることができる。

この措置は、他国との国際的な武力紛争の一環として、す

なわち、武力の行使として行うものではない。

鱗

(注） 自衛隊法第82条の3による弾道ミサイル等の破壊措置は、武力の行使として行

うものではないが、 自衛隊の行動として行う軍事的な実力の行使であることに変わ

りはなく、 当該弾道ミサイルの発射国の存在を考慮すると、憲法第9条との関係に

おいては、一般論としては、

①我が国に向けて飛来する弾道ミサイルについては、当該弾道ミサイルの発射が、

実際に我が国に対する武力攻撃であった場合においても、問題が生じないと考え

られるのに対して、

②他国に向かう弾道ミサイルについては、 当該弾道ミサイルの発射が実際に他国

に対する武力攻撃であった場合には、我が国が武力の行使として当該他国のため

にそれを繋墜することは、武力の行使の三要件を満たさない武力の行使との評価

を受けることがないとはいえず、憲法との関係で問題を生じ得るものといわざる

霧
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を得ない。

一方、他国に対して飛行する弾道ミサイルを盤墜することについて、武力の行

使ではない部分（破壊措置） というものがあり得るか否かは、将来の技術の進展

等に応じて検討すべき事柄であろう。

※弾道ミサイルによる我が国に対する武力攻盤の発生については、 3－B@(49頁）

参照
｜

誘導弾等の発射基地に対する攻盤については、 3－FOa (115 )参照

我が国有事の場合の弾道ミサイル対処については、 3－GO(134頁）参照

※
※

ぐ
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（内閣官房長官談話）

○弾道ミサイル防衛システムの整備等について

（平15 ･ 12 ･ 19福田内閣官房長官談話）

1～3 （略）

4 BMDシステムは、弾道ミサイル攻螺に対し、我が国国民の生命・財産を守るた

めの純粋に防御的な、かつ、他に代替手段のない唯一の手段として、専守防衛の理

念に合致するものと考えております。 したがって、 これは周辺諸国に脅威を与える

ものではなく、地域の安定に悪影響を与えるものではないと考えております。

5 集団的自衛権との関係については、今回我が国が導入するBMDシステムは、あ

くまでも我が国を防衛することを目的とするものであって、我が国自身の主体的判

断に基づいて運用し、第三国の防衛のために用いられることはないことから、集団

的自衛権の問題は生じません。なお、シズテム上も、迎繋の実施に当たっては、我

が国自身のセンサでとらえた目標情報に基づき我が国自らが主体的に判断するもの

となっています。 （以下略）

蕊

(国会答弁例）

職蕾篝理妻主｡噌ヨ
○内閣総理大臣（小泉純一郎君） …同システム［編注：弾道ミサイル防衛システム］

はあくまでも我が国を防衛することを目的とし、我が国の主体的判断に基づいて運用

し、他国の防衛のために用いられることはないことが確保できるものであり、集団的

自衛権の問題は生じないと考えております。…

筐繍壽長冒阪田内閣難皇昌割
○大野国務大臣 ・・,ミサイルが飛来する場合、 ･･･急迫不正でありという自衛権発動の

三要件ですね、…それに当たるのかどうか、 こういう問題があろうかと思います。誤

射の問題とか、あるいは過って落ちてくる、 こういう場合もあろうかと思います。

しかし、 このミサイル防衛の一番大切な問題というのは、 これを放置しておけば必

ず落ちる、 日本に落ちて国民の財産生命に多大な被害を与える、 これはどんなことが

あっても防がなきゃいけない。即応性、 これが一番であります。…

したがいまして、 自衛隊の任務としては、 自衛権の発動という問題、それからもう

一つは公共の維持という問題、二つあろうかと思いますけれども、強いてこれを分類

するとすれば、警察権というか公共秩序の維持、 こういう意味で分類できるのかなと

いうふうに思うわけでございます。…

○阪田政府特別補佐人…言うまでもありませんけれども、武力攻嬢事態であること

が認定され、 したがって、防衛出動が下令されているという状況のもとでミサイルを

破壊するという措置は、 これは当然に自衛権の行使として行われるということであり

鍵
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ます。

ただ、…そのためには、武力攻盤事態法にのっとって自衛権の発動要件が満たされ

ているということの認定が必要であります。具体的に言いますと、我が国に対する武

力攻盤が発生したこと、それから他に手段がないこと等々の判断をしなければいけな

い。

今回の法制［編注：現自衛隊法第82条の3］は、あくまでも自衛権発動の要件が

満たされたと認めるには至っていないという状況のもとで､我が国に向かって飛来し、

それから我が国に対して被害をもたらすであろうミサイルを撃ち落とす、破壊すると

いうことでありますから、 自衛権の行使としてなされるものではないということであ

ろうかと思います。

○阪田政府特別補佐人お尋ねのような日本以外の国に飛んでいくミサイルの盤墜と

いうことは、今回の法制化に当たって全く想定をしておりませんので、あくまでも仮

定の議論ということであろうかと思いますが、その上であえて申し上げるといたしま

すと、ある国からほかの国に対してミサイルが発射された、それがその国の武力攻蝿

の一環としてなされたものであるということだとすれば、それを、他国に向けて飛行

するその弾道ミサイルを自衛隊が嬢墜するという行為は、我が国に対･する武力攻嬢は

まだ発生していないという今の先生の前提で申し上げますと、にもかかわらず我が国

がそれを盤墜するわけですから、我が国の武力行使にほかならないというふうに評価

できると思います。そうだとしますと、そういう中で我が国が武力行使をするという

ことは、 ちょっと憲法上疑義があるといいますか、どういう根拠で武力の行使ができ

るのかということになるのではないかというふうに考えております。

○阪田政府特別補佐人 ・・･我が国に飛んでくる、飛来する弾道ミサイルを破壊する、

蝶墜するという行為は、常に必ず警察権だということでは全然ないのですね。 したが

って、むしろどちらかというと、 これは私は軍事のことはわかりませんけれども、あ

らかじめ備えをして、防衛出動が下令されて、その中で、その一環として対処すると

いうことが多いのかと思いますが、それはもうあくまでも我が国も実力の行使として、

武力の行使として行うということであります。

そういうような条件が整っていないときに、では、黙って落ちてくるのを見ている

のかねということに対して対応するというのが今回の措置。それは、 自衛権の発動、

先ほど言いましたように、国会の承認等もございますが、そういう手続をとっていな

いものですから、 自衛権の発動ができる場合だという認定がなされていないという中

でやること、それは、事柄の性格上武力の行使ではない、 したがって自衛権の行使で

はない。

そうだとすると、それは、警察権というのは定義にもよると思うんですけれども、

やはり国民の生命あるいは財産を保識する、公共の秩序を維持するというようなのが

国家権力の当然の役割として負わされているんだと思いますね。そういうことを果た

すというような趣旨で行使する作用だ、権限だというふうにとらまえますと、黙って

おると我が国に被害がもたらされるようなものを落とすということは警察権の作用と

ぐ
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いうふうにとらまえられるというふうに防衛庁長官はおっしゃったんだというふうに

理解しております。

それに対しまして、全く我が国に被害がもたらされるおそれがない、ただ武力攻盤

としてA国からB国に飛ばされている弾道ミサイルを途中で邪魔をするという行為

は、 これは、いかなる意味でも警察活動と言うことはできないわけですね。 これは、

武力の行使、 まさに実力をもってこれを阻止するということに当たるとしか言えない

ということでありますから、警察権の行使とは言えないというふうに申し上げている

わけです。

○阪田政府特別補佐人我が国に向けて飛来する、我が国に落ちるであろう弾道ミサ

イルを破壊する、 これはなぜ必要か、武力の行使として、あるいは自衛権の行使とし

てでなくても、 どうして必要かというと、 これは我が国に被害が及ぶからですね。こ

れは弾道ミサイルでなくても全く同様なわけでありますけれども、人工衛星の燃えか

すといったようなものでもあり得ると思うんですが、 これは、 日本の持てる力をもっ

て、 これは自衛隊でなくてももちろん構わないわけですけれども、その被害を予防す

るように必要な措置を講じなければいけないということを今回規定したということで

ありまして、外国に、 日本以外の国に飛んでいくというのは、 とりあえず日本に対し

て被害は直接及ばないわけですから、それをどういう根拠で主権国家、我が国がそれ

に対して対応しなきゃいけないのかというのが、 ちょっと国際法上の根拠も含めてよ

くわからないということであります。

○阪田政府特別補佐人我が国が他国に対して飛来しているミサイルを盤ち落とすと

いう行為が集団的自衛権の行使になるかどうかというのは、 これは、その向けられた

他国がどういう対処をするかということによって決まる面もありますので一概には言

えないと思いますけれども、集団的自衛権の行使になるという場合もあるでしょう。

しかし、集団的自衛権の行使以外はすべて武力の行使ではないんだということでもな

いわけですね。むしろ、例えば国連の集団安全保障、イラクで今行っているような活

動であるとか、ああいうようなものも武力の行使に当たる場合がもちろんありますし、

それ以外に、侵略戦争、違法な武力の行使もあるわけですから、およそ集団的自衛権

の行使でなければ武力の行使でないということにはならないと思います。

いずれにしても、我が国としては、 自衛のために、我が国を守るために必要最小限

度の武力の行使以外の武力の行使は憲法9条によって許されていないというのが従来

の政府の解釈である。

その点を踏まえて考えてみますと、集団的自衛権の行使であるか否かということに

関係なく、武力の行使に当たるような行為をやる、 とりあえず、その憲法上の根拠が

あるかどうか、それから、国際法上それは一体何なのかということも含めて議論をし

なければいけないわけです。それは、武力の行使ではないという部分があるとすれば

ですね。 （松本（剛）委員「あるから今法律をつくっているわけじゃないですか。ま

あ、いいですけれども」 と呼ぶ）それは、我が国に飛来する弾道ミサイルでありまし

て、他国に対して飛来する弾道ミサイルについてそういう余地があるかどうかという

霧

鶴
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のを今回の法制化に当たっても検討したわけではございませんので、なおそこはよく

議論してみる必要があろうかと思います。

〔索皇繍理美圭ﾌ ｡割
○浅野勝人君 ．“仮に日本を攻盤する目的でノドンが飛んできた場合、個別的自衛権

を行使して迎雛できます。 ところが、グアムやハワイに向けてテポドンが発射され、

日本の領空を通過する場合、慾法は集団的自衛権を認めていませんから、一切手出し

はできません。同盟国のアメリカへ向けて飛んでいくミサイルを見上げているだけと

いうのも、それで済むのかという思いがいたします。弾道ミサイル対応を理論的に再

椛築しておく必要を感じますが、総理はいかがお考えでしょうか。

○内閣総理大臣（小泉純一郎君） …日本の上空を通過し、他国領域へ飛行する弾道

ミサイルへの対応でございますが、我が国の弾道ミサイル防衛は、我が国国民の生命、

財産を守るため、我が国に飛来する弾道ミサイルへの対処を目的としております。他

国に向けて飛行する弾道ミサイルは、飛行の方角や高度の違いによって区別すること

が可能であり、 これらについて対処することは考えておりません。…

で

筐繍壽長書､ﾌ ．割
○大野国務大臣…防衛出動が下令されている場合、これはもう論外としておきます。

されていない場合で、まず、原因はどうであろうとも飛んでく|る、 これは、ほってお

きますと国民の生命財産が危なくなるわけですから、 これは必ず撃ち落とさなきゃい

けない、 こういう使命があると同時に、同じような重みで、やはりシビリアンコント

ロールというのを確保しなきゃいけない、これをどう考えるかどいう問題であります。

そういう意味で、今回の法制というのは、国民の生命財産に対する被害を防止する

ため、我が国として必要な措置をとった。その必要な措置、 これは自衛権の行使とい

うとらえ方じゃなくて、いわば自衛隊法上の任務として、公共の秩序の維持というふ

うにしております。 これをあえて整理するとなれば、警察権の行使というふうに位置

づけてもいいのではないかと思っております。 ・・・

＜

驍皇総制溌二蔀皇割
○横畠政府参考人…他国に向かう弾道ミサイルにつきましては、御指摘のとおり、

今回の法制化に当たっては全く対象としていないわけでございまず-。

また、“･純粋に理論的な問題としてお答えさせていただきたいと思いますけれども、

他国に向けて飛行する弾道ミサイルが実際に事故や誤射によるものであって、武力攻

盤ではないものであって、かつ、その時点においてそのことが明らかであるというよ

うな場合でありますれば、それは、 自衛権あるいは御指摘のような集団的自衛権の問

題になるということはないと考えております。

○横畠政府参考人 ミサイル発射というものを一般的にどう評価するかという前提が
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あるわけでございますけれども、弾道ミサイルが発射された場合、直ちにこれを我が

国あるいは他国に対する武力攻盤であると断ずることは、それ自体また難しいという

のが今回の法制の前提でございます。 さらに、そうは申し上げましても、その手段の

性質から見て、相当程度に武力攻盤として行われた可能性というものが含まれている

わけでございまして、その意味で、先ほ|ど申し上げましたように、武力攻撃でないと

いうことが明らかな場合というのは、またそれ自体非常に少ないのではないかという

ふうに考えております。

すなわち、灰色の部分というのが相当多いのですけれども、その両端の明確な部分

というのは相当少なくて、武力攻撃であるということが明らかなものも、前提状況に

よりますけれども全くないとは申し上げませんけれども、通常、いきなり発射された

ときに直ちにそれを武力攻繋であると断ずることはなかなか難しい。

それと同程度あるいはそれ以上にそれが武力攻盤でないということが明らかである

ということを認定するのもなかなか難しいというか、ほとんどそういう場合はなかな

か想定されないであろう、そういう前提に立って申し上げるわけでございますけれど

も、我が国に向けて飛来する弾道ミサイルにつきましては、 これが実際に我が国に対

する武力攻盤であったとしても、それは我が国から見ますれば、客観的に申し上げれ

ば、 自衛権の行使としてそれを破壊するということが許される場合、憲法上も国際法

上も当然許される場合に当たりますので、法制的には警察権という、先ほど申し上げ

た警察権のような形で御説明を申し上げておりますけれども、客観的に評価したとき

に、 自衛権として見たとしても、それは許される場合に当たるのであろうかというふ

うに思っています。

他方、他国に向かう弾道ミサイルにつきましては、それが実際に他国に対する武力

攻撃であったならば、それを我が国が撃墜するということは、やはり集団的自衛権の

行使と評価せざるを得ないのではないかと考えておりまして、それを我が国が行うと

いうことにつきましては、やはり憲法上の問題を生じ得るのではないかと考えている

ところでございます。

鶴

鶴

礒由富蕊鱸菫官平'ﾌ ・割
○阪田政府特別補佐人 ．“武力の行使については基本的には、…国家の物的、人的な

組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為ということなのであります

ね。

…それは国際的な武力紛争の一環として攻嬢の意図を持って日本に対して、我が国

に対してミサイル発射されたものだ…、他に手段がない、 これはもう我が国の軍事的

実力をもって侵害を排除する以外にないというような判断をした上で防衛出動を下令

する、武力攻盤事態認定をするというような仕組みになっておるわけでありますけれ

ども、 ミサイルはそういう手続をとっていて、間に合うことはもちろんありますけれ

ども、間に合わない場合もあれば、必ずしも、その発射があった、飛来があったとい
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う事実だけで直ちに急迫不正の侵害があった、武力攻雛があった、かつ他に手段がな

いんだというふうに断ずるに至らないという場合にも、 これは事柄の性格上対応せざ

るを得ない。

そのときの対応の仕方として［編注： 自衛隊法］ 82条の2 ［編注：平成21年法

律第55号による改正前・現第82条の3］ という枠組みをつくり、それは今言った

ような意味で、国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為ということではなくて、 こ

れを雛ち落とす、物理的に盤ち落とすという意味ではやはりある程度の力は使わざる

を得ないわけで、そういう意味で力をもって螺ち落とすということをやっている。そ

れは力を使うから、…すべてが武力の行使だということにはならないということを申

し上げておる次第であります。

陰塞詮撫書￥，γ割
○荒木清寛君…自国の警察権が及ぶ鮠囲というのは領土、領海、領空であると言わ

れております。 しかし、今回のイージス艦からの射嬢というのは公海やその上空ある

いは大気圏の宇宙空間、 これは当然我が国の領域ではないわけですね。そういうとこ

ろにも、そういうところに対しても射撃をするわけでありますけれども、 このことは

何か法的に矛盾はありませんか。

○国務大臣（大野功統君） 問題は、…公海の上の上空はどうなんだろうか、 こうい

う問題でありますけれども、一つは、 これはあくまでも、我が国の領域に飛来するこ

とがはっきり判断されて、我が国の国民の生命、財産に被害を及ぼす、それを防止す

るための措置であって、 この我が国に飛来する弾道ミサイルを破壊するだけの行為で

ある、他国に対する武力行使ではありませんよ、 これは明快にしておきたいと思いま

す。

それから、弾道ミサイルを破壊しなければ我が国領域における国民の生命、財産に

対しましては重大な損害が発生する、被害が発生する、 これを防止するために他に手

段がない、 こういうことでございます。その場合に他の国の領域にまでは及ばない、

このことはひとつ御理解いただきたい。

公海の上空あるいは大気圏外の上空でございますけれども、権限行使の範囲は領域

及び必要な場合は領域外に及び得る、そういう意味で、公海の上それから大気圏外、

ここにも権限行使はできるものと、 このように解釈しているわけでございます。

そういう意味で、他の国の領域には及ばない、 しかしながら公海の上あるいは大気

圏外でも権限は行使し得る、 この解釈でございます。

○国務大臣（大野功統君） 同じ武器を使っても、それが言わば武力の行使になるか、

それとも警察権なのかと、 こういう問題でありますけれども、武力の行使、いわゆる

憲法第9条に言われております武力の行使ということにつきましては、基本的には、

国家の物的、人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦|淵行為というふう

に解釈されているわけでございます。

ぐ

息
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…今回の法制に基づく措置というのは、我が国に飛来する弾道ミサイルについて自

衛権の発動の三要件がまだ確認されていない、 こういう状況でございます。 したがい

まして、我が国としてはほかの国を、他国を攻盤する意思はその時点ではないわけで

あります。武力行使とは言えません、…専ら国民の生命、財産を守るんだ、 こういう

システムでございます。

そういう意味で、必要最小限の現段階の技術という意味では該当するかとも思いま

すけれども、全体として言えば、言わば同じ武器を使っても、それは武力行使ではな

いしそして自衛権の発動にも当たらない、極めて受動的で限定的な行為である、必要

やむを得ざる当然の行為である。ほっておけば日本に飛来して国民の生命、財産奪う

わけですからね、 これは政治の責任として絶対撃ち落とす。

しかし、その解釈としては、戦争をするんじやありませんよ、 自衛権の発動でも、

まだもうこれも確認できません。 したがって、そういう意味で、強いて仕分すれば警

察権の行使と、 こういうことでございまして、…。
鱗

侭震壽驚横畠内閣綿皇昌鯏
○中谷国務大臣現状におきましては、他国において武力紛争が行われているが我が

国に対する武力攻撃の発生には至っていない段階で、他国に対する武力攻螺の一環と

して発射された弾道ミサイルを迎撃する行為は、国際法上、一般に集団的自衛権の行

使と評価をされて、警察権による正当化をすることは困難でございます。

また、他国において武力紛争が行われておらず、我が国に対する武力攻撃の発生に

も至らない段階で、武力行使の一環として発射されたものでない他国に向けた弾道ミ

サイルを迎撃する行為は、警察権による正当化も排除されているわけではありません

が、現行の自衛隊法第82条3に基づく措置は、他国に飛来するミサイル等を対象と

していないということでございます。

○長島（昭）委員 これは、法案［編注：我が国及び国際社会の平和及び安全の確保

に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案]が仮にここで成立したとしても、

状況は同じですか。

○横畠政府特別補佐人今回の法案の中身ということでございますけれども、御指摘

の点についての手当てはしてございませんで、いわゆるミサイル防衛については、我

が国に向かうミサイルについての措置のみでございます。

蟻
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7－1 警察権の限界

（1）我が国の警察権は、我が国の統治権の一部であり、我が

国の領域外においても、我が国の統治権の及ぶ範囲内におい

ては行使することができるが、相手方が、武力攻撃を行って

いる国又は国に準ずる組織である場合など我が国の統治権の

及ばない者である場合には、我が国の警察権により対処する

ことができるものではない。

ぐ （2）他国が国際的な武力紛争の当事者となっている場合に、

我が国が当該武力紛争の相手国による武力攻撃から当該他国

の艦船を防護するため実力を行使することは、我が国の統治

権の及ばない当該武力紛争の相手国に対する実力の行使であ

り、海上警備行動などの警察権の行使として行い得るもので

はなく、武力の行使に当たるものである。

そのような場合に、我が国が当該武力紛争の相手国による

武力攻撃から当該他国の艦船を防護するため実力を行使する

ためには、武力の行使の三要件を満たし、手続としては、事

態対処法及び自衛隊法の規定に従って防衛出動を下令するこ

とが必要である。

〈
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(国会答弁例）

陰皇職鱸第二部長答弄2皇塞割
○政府参考人（横畠裕介君） …御指摘のPKO活動等は我が国の統治の及ばない国

外の領域において行われるもので､その法的性質も我が国の法執行ではないことから、

我が国の統治に服するものでもない他国民に対して自衛隊が武器を使用して強制力を

発揮することについては、その法的根拠についての議論が必要であることを始め、そ

の相手方が国又は国に準ずる者である場合には憲法第9条が禁ずる武力の行使に当た

るおそれがあるという問題がある…。

“菫壽局第二部長喜昇5塞晨劉
○林政府参考人…先生から御指摘がございました質問主意書に対する答弁書[編注］

におきましては、相手方が国籍を有していない船舶である場合、すなわち、公海上に

あっても我が国の管轄権を及ぼすことができる場合において、海上保安官が、海上に

おいて我が国の法令上の犯罪を取り締まるため、海上保安庁法第20条第1項に基づ

き当該船舶の乗組員に対して武器を使用することについて、国際法上問題となること

はなく、また、憲法第9条が禁ずる武力の行使に当たることはないとお答えしたもの

と承知しているところでございます。

このような武器使用は、我が国の統治権の及ぶ者に対して、我が国の公権力である

警察権の行使として行うものであり、相手方が我が国の統治権の及ばない他国または

国に準ずる組織であることが明らかな場合に、 これに対してこのような武器使用を行

うことは、警察権の範囲を超え、 また、 自己保存を超える武器使用である場合には、

窓法第9条の禁ずる武力行使に当たるおそれがあるものと考えているところでござい

ます。…

［編注］

（平20･ 10･ 21 対長島昭久・衆）

二について

お尋ねの事例が定かでなく、一概に述べることは困難であるが、例えば、お

尋ねの「国籍不明の不審船」が、国籍を有していない船舶である場合、海上保

安官が、海上において我が国の法令上の犯罪を取り締まるため、海上保安庁法

（昭和23年法律第28号）第20条第1項に基づき当該船舶の乗組員に対し

て武器を使用することは、国際法上問題となることはない。また、 このような

武器の使用は、憲法第9条が禁ずる「武力の行使」に当たらない。

鯵

鶴

嵯繩妻制局第_部鬘駕鑛割
○長島（昭）委員法制局が来ておられますから伺いたいんですけれども、 これは国

内法上、武力攻嬢が起きているわけではない。 さっきから申し上げているように、武

力攻盤ではないんですね、 この事態は。武力攻撃未満の事態なんですね。いわゆるグ
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レーゾーンです。グレーゾーンの事態で、相手が政府の公船だ、それが上陸を試みる。

我が国の法制度の中で、 この上陸を武器を使用して阻止する、そういう権限は海上

保安庁に与えられているんでしょうか。

○近藤政府参考人お答えいたします。

あくまでも一般論ということでございますが、我が国に対する武力攻盤とまで認め

られないような不法上陸事案ということを今先生お話しされましたけれども、そうい

う案件については、私どもは、我が国国内法令に基づき、警察権によって対処するこ

とになるというふうに思います。

お尋ねの、相手方が警察機関というようなお話もございましたけれども、そういう

ケースであっても、我が国の領域において我が国の統治権として警察権を行使すると

いうことは排除されないというふうに考えております。

○長島（昭）委員警察権を行使するというのは、いわゆる蕃職法に従って武器使用

が許されるということでしょうか。すなわち、正当防衛、緊急避難以上のことはでき

ないという理解でしょうか。

○近藤政府参考人実際の武器使用については、発生した事態の具体的な状況に応じ

て関係当局で適切に判断されるものだというふうに思いますけれども、海上保安官の

武器使用については、海上保安庁法第20条第1項で準用する、警察官職務執行法第

七条の定めるところによるというふうに法制度としては考えております。

○長島（昭）委員すなわち、領土が侵される蓋然性が高い事案であって、 さっき海

上保安庁次長から説明があったように、進路規制をしたり、あるいは退.去要求をする、

それも振り切って上陸を試みるような事案があった場合に、それを阻止するための武

器使用、正当防衛や緊急避難以外に、我が国の領土を保全する、そういう法益を守る

ための武器使用はできない、 こういう理解ですか。

○近藤政府参考人今お話ございましたような根拠､響察官職務執行法上の武器使用、

瞥察権に基づく武器使用でございますので､あくまでもそこに規定されています要件、

例えば自己に対する防謹であるとか、公務執行に対する抵抗の抑止とか、そういうよ

うな要件に当たり、かつ、その事態に応じて合理的に必要とされる判断の限度におい

て行使ができる、あくまでも法律にのっとった対応になると考えております。

で

‘

騨鱸大臣蕊7鑑劉
○安倍内閣総理大臣我が国の近|舞で武力紛争が発生し、米国も武力攻盤を受けてい

る状況、既に武力攻鯵を受けているという、武力攻蝶対武力攻盤という状況が発生し

ている状況でありますが、その状況下において警察活動において米国の艦艇の防謹を

行うことは、 まさに今委員が御指摘になったように、 ピストルでミサイルに立ち向か

うようなものであります。現実的には実施困難と言えます。

国家間の武力紛争が発生している状況を考えれば、事態の拡大防止や早期収拾のた

めに活動している米艦艇を防謹するということは、武力攻嬢から船舶を守るというこ
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とを意味するわけであります。 これに対して、海上警備行動といった警察活動は、警

察官職務執行法に基づく権限しか行使できないわけであります。あくまでも、犯罪な

ど不法行為への対応を主な目的とした仕組みであります。

自衛隊員は十分な権限を与えられずに不法な武力攻嬢に身をさらすことになり、隊

員の生命を不必要にリスクにさらすことになります。それにもかかわらず日本人の命

を守るという目的を達成することは困難であります。 このように、合理性のある適切

な対応とは考えられません。また、そもそも米国が武力紛争の当事者となっている場

合に米国艦船を防護することは、その外形上、武力の行使と評価されるおそれがあり

ます。

政府としては、新三要件に該当すると判断する場合には、あくまでも我が国が、国

の存立を全うし、国民を守るため、すなわち我が国を防衛するためのやむを得ない自

衛の措置として極めて限定的な集団的自衛権の行使を行うことができるようにするこ

とが適切であると考え、今回法案［編注：我が国及び国際社会の平和及び安全の確保

に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案］を提出し、御審議いただいてい

るところでございます。

鐵

降職着局長騨塞星剖
○横畠政府特別補佐人米国が国際的な武力紛争の当事者となっている場合に、我が

国が当該武力紛争の相手国による武力攻盤から米国艦船を防謹するため実力を行使す

ることはまさに武力の行使に当たるものであり、海上警備行動など、我が国の統治権

の一環である警察権の行使によって対応できるというものではございません。

そのような武力の行使に当たる実力の行使を行うためには、新三要件を満たし、手

続としては、事態対処法及び自衛隊法の規定に従って防衛出動を下令することが必要

であります。そのような場合、海上警備行動など、警察権の行使としてこれを行うと

した場合には、国会の承認を含むシビリアンコントロールを潜脱して違法な武力の行

使を行うということになってしまうという問題があると考えております。

籍
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